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   第 ３ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和５年10月３日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時15分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和５年度熊本県一般会計補

正予算(第３号) 

 報告第18号 公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第19号 公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提

出について 

 報告第20号 一般財団法人熊本テルサの経

営状況を説明する書類の提出について 

 報告第21号 公益財団法人熊本県雇用環境

整備協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

 報告第22号 希望の里ホンダ株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

 報告第23号 公益財団法人くまもと産業支

援財団の経営状況を説明する書類の提

出について 

 報告第24号 株式会社テクノインキュベー

ションセンターの経営状況を説明する

書類の提出について 

 報告第25号 一般財団法人熊本県伝統工芸

館の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

 ①半導体関連企業集積に伴う環境への影

響に関する台湾訪問調査の結果につい

て 

②地下水保全の取組み 

③有機フッ素化合物(ＰＦＯＳ及びＰＦ

ＯＡ等)の水質調査結果について 

④ノーモア・ミナマタ近畿第２次国家

賠償等請求訴訟大阪地裁判決について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 住 永 栄一郎 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

       政策審議監 上 田 哲 也 

         医 監 山 口 喜久雄 

        環境局長 坂 野 定 則 

      県民生活局長 永 江 昌 二 

      環境政策課長 枝 國 智 子 

     水俣病保健課長 入 田 秀 喜 

     水俣病審査課長 佐 藤   豊 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏 

      環境保全課長 村 岡 俊 彦 

      自然保護課長 蓑 田 公 彦 

       首席審議員 

   兼循環社会推進課長 鈴   和 幸 

 くらしの安全推進課長 東 田 智 裕 

     消費生活課長 三 角 登志美 

男女参画・協働推進課長 板 橋 麻 里 

   人権同和政策課長 早 田 吉 秀 

商工労働部 

        部 長 三 輪 孝 之 

      総括審議員 

    兼産業振興局長 内 藤 美 恵 
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政策審議監 

  兼商工雇用創生局長 清 田 克 弘 

     商工政策課長 池 永 淳 一 

   商工振興金融課長 田 浦 貴 久 

   労働雇用創生課長 時 田 一 弘 

     産業支援課長 辻 井 翔 太 

  エネルギー政策課長 岡 山 公 明 

     企業立地課長 元 田 啓 介 

観光戦略部 

        部 長 原 山 明 博 

      政策審議監 脇   俊 也 

   観光国際政策課長 櫟 本 麻 理 

     観光企画課長 川 嵜 典 靖 

     観光振興課長 石 井 利 幸 

 販路拡大ビジネス課長 宮 﨑 公 一 

企業局 

        局 長 竹 田 尚 史 

     総務経営課長 馬 場 幸 一 

       工務課長 伊 藤 健 二 

労働委員会事務局 

        局 長 吉 野 昇 治 

     審査調整課長 守 屋 芳 裕 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 槇 原 俊 郎 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

     ――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○吉田孝平委員長 それでは、ただいまから

第３回経済環境常任委員会を開会いたしま

す。 

 本委員会に付託された議案等を議題とし、

これについて審査を行います。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 小原環境生活部長。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部でございま

す。 

 環境生活部の議案等の説明に入ります前

に、水俣病に関する判決について御報告申し

上げます。 

 先週９月27日、大阪地方裁判所からノーモ

ア・ミナマタ近畿第２次国家賠償等請求訴訟

の判決が言い渡されました。 

 原告128名全員の損害賠償請求を認容する

という内容で、国及び県の主張は認められま

せんでした。 

 現在、判決内容を精査しており、国とも協

議の上、対応してまいります。 

 判決の概要につきましては、後ほど担当課

長が御説明いたします。 

 次に、環境保全対策に関する最近の取組に

ついて３点御説明いたします。 

 １点目は、半導体関連企業集積に伴う環境

への影響に関する台湾訪問調査の結果につい

てでございます。 

 半導体関連企業集積に伴う環境への影響を

懸念する県民等の声に応えるため、８月末

に、多くの半導体関連企業が集積する台湾の

サイエンスパークを訪問し、現状を確認して

まいりました。 

 地元行政機関等と意見交換を行い、同機関

によるモニタリングの結果を確認したとこ

ろ、環境法令に基づく規制基準は遵守され、

水質、大気の環境上の問題は特に見られない

とのことでした。 

 ２点目は、地下水保全の取組についてでご

ざいます。 

 現在、地下水取水量の削減、他の水源利用

の推進、地下水涵養のさらなる推進という３

つの原則に沿った取組を進めているところで

ございます。 

 持続的な地下水利用が図られるよう、事業
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者に求める涵養目標を取水量の１割から原則

10割に見直すなどの地下水涵養指針の改正を

行いました。加えて、環境アセスメント対象

事業の面積要件を見直すことで、事業者の自

主的な涵養を促進してまいります。 

 ３点目は、有機フッ素化合物の水質調査の

結果についてでございます。 

 本年７月から、熊本市以外の17地点で地下

水及び河川水の調査を行いましたが、全ての

地点において国が定めた暫定目標値以下とい

う結果でございました。 

 詳細につきましては、その他報告事項の中

で御説明させていただきます。 

 熊本の豊かな自然を次世代に引き継いでい

くため、引き続き、環境保全に全力で取り組

んでまいります。 

 それでは、環境生活部関係議案の概要につ

いて御説明いたします。 

 今回提出しております議案は、予算関係１

件、報告２件です。 

 まず、第１号議案、令和５年度熊本県一般

会計補正予算でございます。 

 委員会説明資料１ページをお願いいたしま

す。 

 補正額(Ｂ)欄の下のほうでございますが、

総額7,200万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 主な内容は、新型コロナウイルス感染症対

策に係る施設整備や本年７月の豪雨で被災し

た自然公園施設の災害復旧に要する経費でご

ざいます。 

 そのほか、今回提出しております関係議案

は、公益財団法人水俣・芦北地域振興財団

等、県出資団体の経営状況の報告２件です。 

 このほか、その他報告事項として、冒頭で

申し上げました水俣病判決、台湾訪問調査の

結果など、４件御報告させていただきます。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○吉田孝平委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○枝國環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 報告第18号、公益財団法人水俣・芦北地域

振興財団の経営状況を説明する書類の提出に

ついてでございます。 

 別冊の法人の経営状況を説明する書類で説

明させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 当財団の沿革ですが、水俣・芦北地域の再

生、振興に関する事業や国の施策に基づいた

金融支援を行うために設置されたもので、左

側の枠囲みにある３つの財団を平成12年に統

合した後、平成24年に公益財団法人に移行

し、現在に至っております。 

 当財団は、右の枠内のとおり、３つの財団

の財産、合計80億円の運用益等により、助成

事業や貸付事業を行っています。 

 ３ページをお願いします。 

 令和４年度決算の事業報告ですが、枠内の

とおり、地域振興、もやい直しセンター運営

費、環境技術研究開発、福祉対策の４つの助

成事業、そしてチッソへの貸付事業を行って

おります。 

 このページ下段から８ページの上段まで、

４つの助成事業の実績を掲載しており、８ペ

ージの下段から10ページまで、チッソに対す

る貸付けと債権管理の状況を記載しておりま

す。 

 11ページをお願いします。 

 決算報告でございます。 

 貸借対照表の左上、資産の部ですが、普通

預金やチッソへの貸付金、債権等を合計し、

資産合計は、中ほどに記載のとおり1,153億

円余でございます。 

 一番右の増減欄、前年度から12億円余の増
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となっておりますが、これは、主にチッソへ

の一時金貸付金に係る利息が債権として増加

したことによるものです。 

 次に、負債の部です。 

 助成金の未払い金やチッソへの設備投資資

金貸付けのための県からの借入金等を合計し

、下から11行目になりますが、負債合計は94

億円余でございます。前年度と比較し、240

万円余の増となっておりますが、助成事業の

支払いが年度内に完了しなかったため、未払

い金が増加したことによるものです。 

 以上、資産から負債を差し引いた正味財産

合計は、下から２行目、1,058億円余となっ

ております。 

 次の12、13ページは、正味財産増減計算書

の詳細となります。以降の財産目録までは、

説明は省略させていただきます。 

 少し飛びまして、19ページをお願いしま

す。 

 今年度の事業計画ですが、昨年度に引き続

き、４つの助成事業とチッソへの貸付事業を

行うこととしております。 

 20ページに予算書を掲載しております。 

 事業費の増減等ございますが、事業の基本

的な組立ては、前年度と変更ございません。 

 以上が財団の経営状況の概要でございま

す。 

 環境政策課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 Ａ４横の説明資料の２ページをお願いいた

します。 

 公害対策費としまして、1,300万円余の増

額でございますが、これは、右側の説明欄の

とおり、コロナ臨時交付金を活用し、環境セ

ンターのトイレの手洗い自動洗浄、洋式化等

を行うものでございます。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○蓑田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 １段目の観光費でございます。 

 右側説明の欄、自然公園利用事業でござい

ますが、令和５年７月の大雨により被災しま

した自然公園施設の復旧経費となります。 

 なお、復旧の箇所は、阿蘇市仙酔峡園地内

にあります施設の給水ポンプの復旧でござい

ます。 

 次に、２段目、観光施設災害復旧費でござ

います。 

 右側説明の欄、自然公園施設等災害復旧事

業でございますが、これも令和５年の７月の

大雨により被災した自然公園施設を復旧する

ための経費になります。 

 なお、復旧の箇所は、山都町矢部郷国民休

養地にあります歩道やあずまや等の施設復

旧、ほか１件でございます。 

 自然保護課、以上でございます。 

 

○鈴循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。 

 説明資料の６ページをお願いします。 

 報告第19号、公益財団法人熊本県環境整備

事業団の経営状況を説明する書類の提出につ

いてでございます。 

 内容につきまして、別冊の法人の経営状況

を説明する書類により、主なポイントを御説

明します。 

 別冊２の公益財団法人熊本県環境整備事業

団の経営状況を説明する書類の１ページをお

願いします。 

 当該法人は、南関町に所在します最終処分

場、エコアくまもとを運営する法人でござい

ます。 

 まず、事業概要報告書でございます。 

 Ⅰ、法人の概況ですが、主な事業は、公共

関与による管理型最終処分場、エコアくまも

との運営など、廃棄物の処理に関する事業で
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ございます。 

 次に、２ページの中ほど、Ⅱ、事業の状況

をお願いいたします。 

 １、事業の実施状況ですが、(1)の産業廃

棄物処理については、約7,400トンを、(2)の

災害廃棄物処理については、令和２年７月豪

雨に伴う災害廃棄物約2,000トンを受け入れ

ております。 

 次に、財務状況を御説明します。 

 ５ページの貸借対照表をお願いいたしま

す。 

 左から２番目の当年度の欄を御説明しま

す。 

 まず、資産の部ですが、普通預金や維持管

理積立資産等を合計いたしまして、資産合計

額は、表の中段ほどに記載していますが、76

億4,100万円余でございます。 

 次に、負債の部です。 

 未払い金や借入金などを合計いたしまし

て、科目欄、下から14行目に記載しています

負債合計は、21億1,000万円余でございま

す。 

 以上、資産から負債を引いた財団の正味財

産合計は、下から２行目、55億3,100万円余

となっております。 

 ６ページ、７ページの正味財産の詳細は省

略させていただきます。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 本年度の事業計画でございます。 

 ２、事業内容の(1)処分場運営に関する事

業に記載のとおり、引き続き廃棄物を適正に

受け入れ、安全で安定的な稼働に努めるとと

もに、適正な維持管理を行ってまいります。 

 最後に、12ページから15ページにかけまし

て、本年度予算を記載しておりますので、御

覧いただければと思います。 

 以上が財団の経営状況の御報告でございま

す。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○三角消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 Ａ４横の説明資料の４ページをお願いいた

します。 

 消費者行政推進費でございますが、363万

円の増額をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 消費者自立のための生活再生総合支援事業

は、コロナ禍で増加した多重債務問題に関す

る広報に要する経費でございます。 

 消費生活課は以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 次に、商工労働部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 三輪商工労働部長。 

 

○三輪商工労働部長 おはようございます。

商工労働部でございます。 

 今回提出しております議案の説明に先立

ち、県内の景気、雇用情勢及び半導体関連事

業の推進につきまして概略を申し上げます。 

 初めに、昨日公表されました日銀の金融経

済概観では、「熊本県内の景気は、緩やかに

回復している。先行きについては、海外の経

済動向や資源価格の動向等の影響を注視して

いく必要がある。」とされています。 

 また、８月の本県の有効求人倍率は、1.30

倍と前月同様となっており、雇用・所得情勢

については、「改善の動きがみられている。」

とされております。 

 次に、半導体関連産業のさらなる集積に向

けた動きについてです。 

 ＪＡＳＭ新工場の建設が進む中、８月に

は、ともに半導体関連の国家プロジェクトの

推進に取り組む北海道と本県の間で連携協定

を締結いたしました。 

 また、９月には、台湾と熊本を結ぶ定期便

が運航を開始しましたが、日台経済交流促進

懇談会など、様々な形で本県と台湾の経済団
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体との交流が活性化しています。 

 引き続き、関係自治体等と連携しながら、

半導体関連産業のさらなる集積に向けて取り

組むとともに、県内全域にＴＳＭＣ進出の効

果が波及するよう努め、新生シリコンアイラ

ンド九州の実現を目指してまいります。 

 それでは、今回提案しております商工労働

部の議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 令和５年度９月補正では、補正額(Ｂ)の欄

の下段にございますとおり、一般会計で47億

4,500万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 その主な内容としては、高騰する電気・ガ

ス料金の負担軽減のため、特別高圧電力及び

ＬＰガス利用事業者の支援に要する経費や最

低賃金の大幅な引上げを受けて、生産性向上

に取り組みながら賃上げに取り組む県内事業

者を支援する経費等を計上しています。 

 そのほか、条例等議案の報告事項として、

県が出資する５つの法人についての経営状況

を御説明いたします。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましては、担当

課長から説明いたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○吉田孝平委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○池永商工政策課長 商工政策課です。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 大阪事務所費、福岡事務所費の補正とし

て、合計で2,700万円余を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をお願いします。 

 両事務所において、アフターコロナにおけ

る熊本県の発信力を高めるため、テレワーク

やウェブ会議、企業との打合せに適したいわ

ゆるフリーアドレス化のための職場環境整備

等を実施するものです。 

 商工政策課は以上です。 

 

○田浦商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 ９ページを御覧ください。 

 一般会計補正予算として、中小企業振興費

で、３事業、３億7,015万5,000円の増額補正

をお願いいたしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 中小企業振興指導事業費の中小企業者価格

転嫁推進事業は、物流の2024年問題も念頭

に、適正な価格転嫁につきまして、消費者や

取引先の事業者の理解促進に向けた取組を行

う商工団体に対して助成を行うものでござい

ます。 

 小規模事業対策費補助の(1)商工団体台湾

経済交流促進事業は、インターンシップの受

入れや商談会の開催など、商工団体が行う台

湾との経済交流のための取組に対して助成を

行うものでございます。 

 (2)の中小企業者生産性向上緊急支援事業

は、新規事業になりますが、経営基盤の強化

を後押しするとともに、利益向上による賃上

げ等を実現することで、人材不足解消に寄与

するため、国や県の補助事業を活用して生産

性向上に取り組む中小企業者に対して助成を

行うものでございます。 

 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 10ページをお願いします。 

 技術短期大学校の経費として、3,327万円

余をお願いしております。 

 内容は、説明欄(1)技術短期大学校管理運

営費として、来年４月に県立技術短期大学校

に新設します半導体技術科について、事前準

備に必要な会計年度職員の雇用に要する経費
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でございます。 

 次に、(2)技術短期大学校教育対策事業と

して、同じく、半導体技術科の新設に伴って

必要となる実習機器の購入経費でございま

す。 

 以上が補正予算に係る説明となります。 

 次に、法人の経営状況報告を行います。 

 別とじの経営状況を説明する資料をお願い

いたします。 

 初めに、一般財団法人熊本テルサの経営状

況について御説明します。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、概要でございますが、当財団は、平

成８年に設立され、４の設立目的にございま

すとおり、勤労者の福祉に関する事業を行

い、県民の福祉の向上に寄与することとなっ

ております。 

 ６の基本財産は１億円で、県は７割の出資

を行っております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和４年度事業状況報告書でございます。 

 １の総括の４行目に記載のとおり、コロナ

の影響は令和４年度も続き、特に感染拡大

が、夏休み、それから忘年会、新年会の時期

と重なったことなどから、特に飲食部門の売

上げが前年度よりは上回ったものの、コロナ

前までは回復しておりません。 

 そこで、感染症対策を徹底した会議室貸出

しやテイクアウト商品の販売等を実施したこ

とにより、年間売上高は５億9,120万円余

と、前年度と比較して１億2,060万円余の増

加となりました。 

 次に、３の利用状況でございます。 

 令和４年度は、宿泊、レストラン、宴会、

フィットネスクラブや会議室など、全体で約

28万人、前年度と比較しまして、約２万

5,000人の増加となりました。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 令和４年度の決算書になります。 

 まず、損益計算書です。 

 最上段の１の売上高は、５億9,120万円余

となり、右側２列目、ウの列の前年度決算額

と比較しまして、１億2,060万円余り増加い

たしました。 

 表の中ほど少し下に記載しております５の

償却前営業利益は、1,188万円余の赤字とな

り、昨年度から、一番右側の列ですけれど

も、1,825万円余の赤字額の減少、それか

ら、一番下の12の当期純利益は、2,679万円

余の黒字となっております。 

 続いて、４ページをお願いいたします。 

 貸借対照表となります。 

 表の中ほど、資産合計の欄でございますけ

れども、４億7,306万円余で、固定資産の減

価償却等により、前年度から4,282万円余の

減となっております。 

 下から６行目の負債合計は、３億836万円

余、正味財産合計は、１億6,469万円余とな

っております。 

 続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 こちらは、令和５年度の事業計画書となり

ます。 

 １の総括の下２行に記載しておりますとお

り、効果的な広告展開を図りながら経営体制

を充実させ、さらなる売上げ回復と経費削減

に向けて全力で取り組むこととしておりま

す。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 令和５年度の予算書となります。 

 最上段、１の売上高６億8,254万円余、前

年度と比較して、3,554万円余の増を見込ん

でおります。 

 以上が熊本テルサの経営状況の説明となり

ます。 

 続きまして、雇用環境整備協会の経営状況

を説明する書類をお願いいたします。 

 公益財団法人熊本県雇用環境整備協会の経

営状況の書類の１ページをお願いいたしま

す。 
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 財団の概要になります。 

 ４の設立目的は、地域の発展を担うべき人

材の確保、育成、定住促進に寄与することと

なっております。 

 ５の基本財産１億円の全額、それから、６

の運用財産28億円余のうち、20億円を県が出

資しております。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 ２ページから３ページにかけまして、令和

４年度の事業概要となります。 

 １の講座・セミナー・育成事業及び２の相

談事業など５つの柱で、国、県からの委託事

業のほか、独自事業として、高校生、大学生

等をはじめとした幅広い世代に対する就職支

援事業を実施しております。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 令和４年度決算書のうち、正味財産増減計

算書となります。 

 まず、表の中ほど少し上に記載しておりま

す経常収益の計でございますけれども、１億

4,827万円余と、昨年度から比較しまして

6,879万円余の増加となりました。 

 また、最下段に記載しております経常費用

計は１億4,250万円余であり、前年度から

7,226万円余の増となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ５ページの最下段、正味財産期末残高は、

30億2,560万余となっております。 

 少し飛びまして、10ページをお願いいたし

ます。 

 10ページから11ページにかけまして、令和

５年度の事業計画となります。 

 令和４年度に引き続き、５つの柱により、

高校生、大学生等をはじめとした幅広い世代

の求職者と企業等が互いに接点を持てる機会

の創出に取り組むこととしております。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 令和５年度における収支予算書となりま

す。 

 １の(1)経常収益の欄の計は１億2,539万円

余、下から３段目の経常費用計は１億4,038

万円を見込んでおります。 

 以上が熊本県雇用環境整備協会の経営状況

の説明となります。 

 続きまして、希望の里ホンダ株式会社の経

営状況の資料をお願いいたします。 

 希望の里ホンダ株式会社の経営状況資料の

１ページをお願いいたします。 

 ４の設立目的は、重度障害者の雇用の場を

拡大することを目的として、本田技研工業株

式会社、熊本県、宇城市の３者が出資して設

立しております。 

 ６の資本金5,000万円のうち、県が44％の

2,200万円を出資しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ページは、令和４年度の事業報告となり

ます。 

 この２ページの下半分、③財産及び損益の

状況を御覧ください。 

 直近４期の損益等を記載しております。 

 一番右の列にあります令和４年度の売上高

は、二輪組立て事業及び四輪組立て事業の復

調によりまして、最上段の売上高は86億

9,700万円余で、２段目の経常利益は4,000万

円余となっております。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 ３ページの最下段、④従業員の状況を御覧

ください。 

 令和５年３月末現在で、従業員65人、うち

障害者の方を23人雇用しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４ページが令和４年度の損益計算書となり

ます。 

 最上段の売上高は、86億9,799万円余とな

り、前年度と比較しまして、７億7,510万円

余り増加しております。 
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 続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表となります。 

 左側、最下段の資産の合計は12億6,386万

円余で、前年度から3,085万円余の増となっ

ております。 

 表の右側中ほどの負債の合計は９億6,305

万円余、下から２段目の純資産合計は３億80

万円余となっております。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 ７ページは、令和５年度の事業計画となり

ます。 

 令和５年度の事業計画では、二輪部門の生

産増加を見込んでおり、全体としては、２の

収支計画の①売上げ計画の最下段のとおり87

億8,200万円余、令和４年度実績と比較しま

して１％の売上げ増を見込んでおります。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 ⑤経常利益計画につきましては、前年度か

らの売上げ増を見込んでおり、経常利益は、

4,800万円余となる見込みでございます。 

 以上、希望の里ホンダ株式会社の説明を終

わります。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 補正予算１件、また、法人等の経営状況を

説明する資料に関しまして、２件御説明いた

します。 

 まず、令和５年度９月補正予算でございま

す。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 産業技術センター費です。 

 県内中小企業のポストコロナ対応のための

支援基盤整備事業です。 

 ポストコロナに向けた地域企業の支援ニー

ズに対応するための最新分析機器等を整備す

ることで、当センターの支援基盤を拡充し、

県内中小製造業等の競争力強化をより一層後

押しするものでございます。 

 続きまして、法人等の経営状況を説明する

資料につきまして、２件御説明いたします。 

 まず、報告第23号の公益財団法人くまもと

産業支援財団の経営状況について御説明いた

します。 

 別冊資料、公益財団法人くまもと産業支援

財団の経営状況を説明する書類の１ページを

お願いいたします。 

 当財団は、平成13年に、熊本県中小企業振

興公社、熊本テクノポリス財団、熊本テクノ

ポリス技術開発基金の３つが統合し設立さ

れ、平成25年に公益財団法人へ移行するとと

もに、名称をくまもと産業支援財団に変更い

たしました。 

 また、令和５年４月に、一般財団法人熊本

県起業化支援センターを吸収合併いたしまし

た。 

 ２ページをお願いいたします。 

 組織は、３部１センター制となっておりま

す。 

 県内中小企業への支援を幅広く行ってお

り、中小企業・小規模事業者の経営力強化を

支援するよろず支援拠点推進室や高度技術の

推進を図る産学連携推進室、グループ補助金

に係る無利子貸付事業を行う復興支援金融室

などを中核としています。 

 また、熊本県起業化支援センターとの合併

に伴い、新たに起業化支援室を創設いたしま

して、県内創業者等に対する資金提供業務等

を行っております。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 事業及び会計体系図となっております。 

 当財団は、公益目的事業の中で、事業革

新、販路拡大、産学連携を柱に、経営相談・

指導、ビジネスマッチングの推進、研究開発

事業化支援などを実施しております。 

 続きまして、飛ばしまして、21ページをお
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願いいたします。 

 貸借対照表です。 

 資産の部、一番下段の資産合計は、442億

4,456万円余となり、３億4,058万円余の減と

なっております。 

 おめくりいただきまして、22ページ中段、

負債合計３億136万円余の減、こちらは、主

な原因といたしまして、長期借入金の減によ

るものとなっております。 

 続きまして、25ページをお願いいたしま

す。 

 正味財産増減計算書です。 

 26ページ中段の当期経常増減額は、3,844

万円余の赤字となっております。 

 こちら主な要因といたしまして、当財団で

行っておりますプライバシーマーク事業にお

いて、制度改正による令和３年度の駆け込み

での申請に伴い、翌年度の申請件数が減少し

たことによる収益減が挙げられます。 

 なお、当財団の財務状況につきましては、

今後も、管理費の節減や資金の有効活用等に

より、引き続き改善に努めてまいります。 

 続きまして、39ページをお願いいたしま

す。 

 事業計画となっております。 

 令和５年度は、コロナ禍や豪雨災害によっ

て生じている資金繰りや販路確保などの多く

の事業者が抱える課題について、よろず支援

拠点を中心とした経営の安定及び強化に対す

る支援を行ってまいります。 

 また、熊本地震に伴う復興支援として、無

利子貸付けを行ってきた被災中小企業施設・

設備整備支援事業、こちらにつきまして債権

管理業務及びフォローアップを強化してまい

ります。 

 個別の事業計画概要につきましては、42ペ

ージ目以降に記載しておりますが、詳細は省

略させていただきます。 

 続きまして、51ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県起業化支援センターの令和４年度の

事業実施状況等に関する書類です。 

 当センターにつきましては、先ほど御説明

しましたとおり、本年度９月議会時点におい

て、くまもと産業支援財団に吸収合併されて

いることから、今回、財団の経営状況と併せ

て御報告させていただきます。 

 53ページをお願いいたします。 

 当センターの概要です。 

 当センターは、平成８年に設立され、創業

初期や新分野進出期の企業に対する株式及び

転換社債の引受けによる資金提供事業や企業

の財務等に関する総合的なコンサルテーショ

ン事業等を実施してまいりました。 

 令和５年４月のくまもと産業支援財団との

合併に伴い、当センターが行ってきた事業は

財団に引き継がれております。 

 今後も、県内の創業者等に対するハンズオ

ン支援や資金提供事業を行い、さらなるベン

チャー支援等を進めてまいります。 

 続きまして、55ページをお願いいたしま

す。 

 事業報告です。 

 令和４年度は、主要業務である株式等引受

けの実施や中小企業の販路開拓等を目的とし

たビジネスプラン発表会の開催、経営相談・

支援等によるベンチャー創出支援コンソーシ

アムへの協力を行いました。 

 本ページ以降に個別の事業概要を記載して

おりますが、詳細は省略させていただきま

す。 

 続きまして、58ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表です。 

 一番下段の行にありますとおり、総資産

は、17億6,777万円余となっております。 

 隣の59ページをお願いいたします。 

 正味財産増減計算書です。 

 59ページ上段の当期経常増減額は、559万

円余となっており、前年度と比較しまして、



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和５年10月３日) 

 - 11 - 

436万円余の増となっております。 

 なお、一番下段の正味財産期末残高17億

6,640万円余につきましては、合併に伴い、

全額くまもと産業支援財団に引き継がれてお

ります。 

 くまもと産業支援財団の説明につきまして

は以上になります。 

 続きまして、報告第24号の株式会社テクノ

インキュベーションセンターの経営状況につ

いて御説明させていただきます。 

 別冊資料、株式会社テクノインキュベーシ

ョンセンターの経営状況を説明する書類の１

ページをお開きください。 

 当センターの概要を記載してございます

が、同センターは、益城町のテクノリサーチ

パーク内で貸し工場の運営管理を行っている

平成12年に設立された第３セクターでござい

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございます。 

 令和４年度は、全室入居となっており、そ

の不動産収入が、令和４年度売上高として

4,956万円余でございます。 

 経常利益は、下から７番目の数字の1,036

万円余、当期純利益は、一番下の数字にござ

いますように、約341万円余の赤字となって

おります。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 貸借対照表でございます。 

 資産の合計は、一番下の数字にございます

11億5,806万円余で、借受け等はございませ

ん。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 令和５年度の事業収支予算でございます。 

 税引前当期純利益は、一番下の欄のとお

り、805万円余を見込んでおります。 

 産業支援課につきましては以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○岡山エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 補正予算説明資料、12ページをお願いしま

す。 

 エネルギー価格高騰に対する事業者緊急支

援事業です。 

 これは、特別高圧電力利用事業者の電力料

金とＬＰガス利用事業者のガス料金へ助成を

行う事業で、40億円余を計上しています。 

 具体的には、特別高圧受電契約者について

は、電気使用量１キロワットアワー当たり

1.8円を乗じた額を助成します。 

 ＬＰガスについては、ＬＰガスを利用して

いる１事業所当たり４万円を一律に助成しま

す。 

 なお、高圧ガス保安法に基づく貯蔵施設３

トン以上の届出を行っている事業者につきま

しては、ＬＰガス使用量１立方メートル当た

り３円を乗じた額を助成します。 

 助成対象期間は、特別高圧電力、ＬＰガ

ス、いずれも令和５年１月から９月分です。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○吉田孝平委員長 次に、観光戦略部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 原山観光戦略部長。 

 

○原山観光戦略部長 観光戦略部でございま

す。 

 観光戦略部関係の議案の説明に先立ちまし

て、県内観光の現状について御説明申し上げ

ます。 

 観光庁の宿泊旅行統計調査における直近の

速報値によりますと、本県の今年７月の延べ

宿泊者数は、2019年比で106.5％となり、３

か月連続でコロナ前を上回っています。 

 このうち、外国人宿泊者数についても、
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2019年比で90.8％にまで回復してきておりま

す。国籍・地域別の割合を見ますと、６月、

７月は台湾からの宿泊者数が韓国を抜いて最

も多くなっております。 

 ８月からのＴＳＭＣ出向者の来熊や９月か

らの台北線就航を契機として、今後、台湾か

らのインバウンドのさらなる増加を期待して

いるところでございます。 

 また、先週９月28日、29日には、くまモン

ポート八代にロイヤル・カリビアン社の国際

クルーズ船「スペクトラム・オブ・ザ・シー

ズ」と日本最大のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が立

て続けに寄港しました。さらに、今週６日か

らは、ツール・ド・九州2023が、11月14日か

らは、国際バドミントン大会、熊本マスター

ズジャパンが開催されます。 

 引き続き、こうしたチャンスを最大限に生

かしながら、本県の観光再生に向けてしっか

りと取り組んでまいります。 

 それでは、観光戦略部関係の議案の概要に

ついて御説明申し上げます。 

 資料18ページをお願いいたします。 

 今年度９月補正予算では、補正額(Ｂ)の欄

の下段にございますとおり、一般会計で320

万円余の増額補正をお願いしております。 

 内容としましては、台湾における企業支援

窓口の設置に要する経費でございます。 

 また、報告事項として、県が出資する一般

財団法人熊本県伝統工芸館の経営状況につい

て御報告いたします。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら御説明いたしますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

 

○吉田孝平委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で

ございます。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 貿易振興費のうち、台湾における企業支援

窓口運営事業といたしまして、320万円余の

増額をお願いしております。 

 これは、ＴＳＭＣ進出や直行便就航という

好機を逃さず、熊本、台湾双方の企業等から

寄せられる様々なビジネス相談にワンストッ

プで対応する窓口を台湾・台北に設置するた

めの経費でございます。７月28日から既定予

算を活用して試行的に設置しております。 

 観光国際政策課は以上です。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課でございます。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 

 報告第25号、一般財団法人熊本県伝統工芸

館の経営状況を説明する書類の提出について

御説明いたします。 

 別冊の法人の経営状況を説明する書類の８

番目になります伝統工芸館の書類をお願いい

たします。 

 資料の３ページをお願いします。 

 まず、概要ですが、当法人は、伝統工芸館

の管理運営財団として昭和57年に設立され、

平成22年度に一般財団法人へ移行しました。 

 ４から６に、設立目的、基本財産等を記載

しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 令和４年度の経営状況です。 

 (1)総括のとおり、令和４年度末正味財産

期末残高は、前年度より１万5,000円減少

し、8,350万円余となっております。 

 令和４年度は、伝統工芸館開館40周年を迎

えたことから、記念展示や工芸館の歩みを紹

介する企画展などを実施しており、前年度と

比較して入館者数や工芸品の売上げは増加し

ましたが、40周年事業に係る経費や光熱水費

の高騰などの影響で正味財産は微減となって

おります。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 中ほどの(3)観覧料及び使用料収入状況で
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すが、収入の合計は799万円余と、対前年比

14％増となっております。 

 (4)入館者数と工芸品の売上げに係る目標

と実績値です。 

 令和４年度は、下期から新型コロナウイル

ス感染症が落ち着いてきたこともあり、入館

者数は８万4,079人と、目標に対して93％、

対前年度比31％増となりました。 

 工芸ショップ匠及び通信販売の売上げは、

いずれも目標を上回っており、対前年度比、

工芸ショップ匠が8.6％、通信販売が28％の

増加となっております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ２の事業別概要については、13ページまで

各種事業の実施状況を記載しており、自主企

画展示事業や工芸館の人材育成など、様々な

事業を実施しております。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 令和５年度の事業計画です。 

 昨年、開館40周年の節目を迎えましたが、

引き続き、現代の工芸ファンが工芸館に期待

するものを常に把握しながら、様々な事業を

展開し、本県の伝統的工芸品産業の振興と活

性化に努めることとなっております。 

 最後に、資料29ページをお願いいたしま

す。 

 令和５年度の収支予算書です。 

 今年度も、引き続き経費節減等に努めるこ

ととしており、収入・支出額とも前年度と同

額程度の額が計上されております。 

 販路拡大ビジネス課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 質疑を受けた課は、課名を言って、着座の

ままで説明をしてください。 

 また、発言する際は、マイクを自分の口元

にしっかり向けて、明瞭に発言いただくよう

お願いします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 それでは、観光国際政策課

にちょっとお尋ねしたいと思います。 

 補正予算で、企業支援窓口の運営事業とい

うことで、台北の中に事業所を設けるという

ことなんですけれども、これはいいことだと

思ってます。ぜひやってほしいと思うんです

が、ただ、そのときに、熊本県だけでやるの

と、ほかのもう既に向こうに入ってらっしゃ

る、例えば、肥後銀行が、新たな事業所、相

談窓口を台北に出されたりとか、今まで既存

の日本の政府のＪＩＣＡとかいろいろあると

思うんですけれども、ということは、場所っ

てすごく大事なんだろうと思うんですよね。 

 ここの場所は、どういうところに置こうと

されているのか、また、例えば、その肥後銀

行がこの間出された事務所とか、そのほかの

ところとどういうふうに協力しながら、本県

の事業者も含めて、そういう人たちの要望に

応える体制になっているのか、ちょっとその

辺を教えていただければと思います。 

 

○櫟本観光国際政策課長 御質問いただきあ

りがとうございます。 

 まず、台北にございますアドバイザーさん

の場所、オフィスの場所ですけれども、台北

市内の非常に便利など真ん中にございます。

これは、県内企業さんが、そちらをお尋ねさ

れるときに、駅から電車で来られたり、車で

来られたりしても、分かりやすいようなとこ

ろがいいというところで、非常に立地として

は分かりやすい場所ではないかなと思ってお

ります。 

 肥後銀行さんのオフィスは、松山空港と申
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しまして、桃園空港よりか台北市内に近い空

港のほうに近いところに立地されているの

で、台北のアドバイザーさんのオフィスから

すると車で20分ほどかかるところではござい

ます。ですけれども、頻繁にやり取りもされ

ておりまして、非常に有効な関係づくりをさ

れています。 

 実は、この台北のアドバイザーさんという

のは、当初、高雄と交流を熊本県が初めてス

タートさせましたときから、やはりビジネス

の関心というのは、県内企業さん、台北を中

心として考えておられるということもござい

ましたので、アドバイザーさんとして御協力

をいただけるようにお願いしておりました方

で、もう既に本県との――上田アドバイザー

さんとおっしゃるんですけれども、10年以上

の関係がございます。 

 その間、台北の日系人プラス台湾のビジネ

ス関係というのも幅広い関係を持ってらっし

ゃいまして、ライオンズクラブの会長をなさ

ったり、日本人会の会長をなさったり、ま

た、台湾のビジネス、商工会議所等にも出入

りをなさってらっしゃるという方なので、肥

後銀行さんがオフィスを今回設置されるとき

にも、実は、そのアドバイザーさんにいろい

ろな相談をされたり、オープニングの式典の

ときの仕切りというのも、実は、そのアドバ

イザーさんのところでなさいました。肥後銀

行さんはじめ熊本銀行さんの関係も、オフィ

スをお持ちになってらっしゃいますし、そう

いった各日系の金融機関の方たちとも非常に

交流もお持ちでいらっしゃいます。 

 ですから、県内企業さんが、あるいは台湾

の企業さんがいろいろ御相談されるときに

は、その広いコネクションを持ってらっしゃ

るアドバイザーさんがいらっしゃることによ

って双方がつながっていくという、そういう

相乗効果が期待できると思っておりまして、

ぜひ、県内企業の皆さんには、これから予算

をお認めいただきましたら、本格的に双方に

積極的なＰＲができますので、どんどん御活

用いただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。非常

に期待が持てる説明をいただいてよかったと

思います。 

 ただ、私が言いたいのは、そういうすばら

しい方がいらっしゃって、でも、外国に行っ

たときに、当然日本とは違うわけですから、

ある意味、その物理的な近さがあったほうが

日常の業務的にも相乗効果も出やすいと思い

ますし、そういった意味では、単発でやる 

――こういうのは、新しいのをつくることは

すごく大事だと思うんですけれども、その際

に、どうやればうまく連携しやすくなるかと

いう視点からすると、事務所をどこに置くか

とか、もしかしたらほかの方と話し合って、

熊本県の関係のそういうところは１か所にど

こか借りましょうかと将来的にはするとか、

九州の人たちみんなでどこか一つのビルを借

りてやりましょうかとか、そういったのも今

後考えながらやっていったほうがいいんじゃ

ないかなというふうに思ったもんですから、

今後の展開に期待をしたいと思います。 

 続けてすみません、ちょっと質問いいです

か。 

 

○吉田孝平委員長 はい。 

 

○池田和貴委員 次が、これは労働雇用創生

課、熊本テルサの経営状況を説明する資料の

中で、ちょっと１点お伺いしたいんですが、

３ページの損益計算書で、ちょっと今説明聞

いてて思ったんですが、これを見ると、営業

利益は、マイナス、赤字なんですよね。経常

利益マイナスで、特別利益が6,200万あっ

て、特別損失が3,000万あって、最終的に

は、当期の利益が2,600万ということになっ

てるんですね。 
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 この特別利益というのは、どういう利益が

あるのか、ちょっと教えてほしいなと思って

ですね。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 今お尋ねの特別損益3,000万でございます

とか、あと、その上10番の特別利益6,000万

とございます。 

 これの要因につきましては、ちょうど営業

中に電気関係の点検をしている際に、電気関

係のショートが起きまして、全館停電を起こ

しました。その際、保険に入ってましたもん

ですから、その保険収入が実はその当該年度

だけございまして、その関係で、この3,000

万、特別損失としての計上がなされているも

のでございます。 

 

○池田和貴委員 特別損失はね。 

 特別利益のこの6,200万というのは、その

保険金ということですか。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 今申し上げました保険金の部分が、この

6,200万のほぼ全額を占めているような状況

でございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 ということは、やはりまだコロナ禍が明け

ていない昨年度なので、テルサの経営も厳し

いんだと思うんですけれども、なかなか、そ

の今の業態を考えると、じゃあ赤字だからと

いって公金をこの中に入れようというのは、

やっぱりちょっとなかなか理解が得られない

と思うんですね。そういった意味では、しっ

かり本業で利益を上げてもらうような体制を

取ってもらわなきゃいけないと思ってます。 

 これは要望ですけれども、例えば、今みた

いな、通常ないので、特別なことがあって、

こういう決算になっているというのであれ

ば、やっぱりそこはしっかり説明してもらわ

ないと、わざわざ質問せざるを得なくなって

しまうわけですね。その辺は、やっぱり執行

部の皆さん方はしっかり考えていただきたい

なということを要望しておきたいと思いま

す。 

 ありがとうござました。以上です。 

 

○内野幸喜委員 ６ページ、報告第19号です

けれども、熊本県環境整備事業団、これはエ

コアくまもとですね。 

 この説明資料の中で、２ページ、事業の実

施状況ということで、産業廃棄物の処分量が

7,450トン、そして、災害廃棄物処理につい

ては、2,029トンということでありましたけ

れども、これは、今現在、容量としては、何

％、何割ぐらい今入ってきているのか、全体

容量のうちですね。ちょっとそこを教えてい

ただければなというふうに思います。 

 

○鈴循環社会推進課長 令和５年の３月末で

お答えをいたします。 

 エコアの埋立許可容量といいますか、キャ

パシティーは、42万3,395立方メートルでご

ざいます。このうち、既に21万5,218立方メ

ートル余が埋められております。進捗率は、

大体50.8％でございます。 

 その内訳といたしまして、熊本地震である

とか令和２年７月豪雨の分で埋めてあるのが

大体73.9％ぐらいです。それと、通常の産業

廃棄物で埋め立てられているのが13.4％ぐら

いです。残りが覆土、３メーターぐらい埋め

たら30センチぐらい埋めるとか土をかぶせる

とかという分が12.7％ぐらいございます。残

りが大体30万トン余りというような状況でご

ざいまして、災害廃棄物のことを考えずに、

今から産業廃棄物だけを埋めていくとなる

と、20年ぐらいはもてるんじゃないかなと思

っているところでございます。20年以上はも
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てるんじゃないかなと。 

 

○内野幸喜委員 これは、2015年に恐らく供

用開始したんじゃなかったかなと思います。 

 当初、容量がいっぱいになるのが、やっぱ

り20年とか30年とかかかるんじゃないかって

話だったんですけれども、先ほど課長から説

明があったとおり、災害があって、熊本地震

であるとか、令和２年７月豪雨であるとか、

そういった災害の廃棄物というか、そういっ

たのを搬入して、今もう５割以上になってい

るということですね。 

 県が持っているということは、やっぱりセ

ーフティーネットにもなっていると思うの

で、今後、恐らく通常の産業廃棄物だけでは

なくて、何かしらやっぱりこういった、起こ

ってほしくはないけれども、そうした災害が

起こったときには、やっぱり県のほうのこの

エコアで受け入れざるを得ないというふうに

思ってます。そうしたときに、産業廃棄物だ

けではなくて災害廃棄物を搬入するとなる

と、期間もやっぱりもう少し短くなってくる

んだろうと思うんですね。 

 私は、このエコアくまもとができる過程に

おいて、いろいろ地元の方等の意見もたくさ

んいただいて、一般質問の中でも議会の中で

も何回か質問させていただきました。地元の

方の心配があったからこそ、クローズドだと

いうことになったんですね。これが今後どれ

ぐらい可能かどうかというのは、まだ分から

ないんですけれども、次の候補地ということ

もやっぱり考えていかないといけないのかな

と。 

 これはやっぱり県が持つということは、最

後のセーフティーネットということではあり

ますので、そうした候補地を今後検討、考え

ていくということも私は必要だろうというふ

うに思っています。 

 特に、この南関のエコアくまもとについて

は、当初、やっぱり地元、特に南関町、和水

町の方々からは大変反対の声が多かったんで

すね。最終的には、当時の町長さんが苦渋の

判断、決断ということで受入れを表明したと

いう経緯もありますので、やっぱりこれは今

のうちからそういったことも考慮しながら検

討していく必要があるんだろうというふうに

思います。 

 これは、ほかの部局ですけれども、例え

ば、海のしゅんせつ土についての処分先につ

いても、農林水産部であるとか、土木部であ

るとか、そういったことは、もう検討段階と

いうか、もう候補地も選定して進めていって

ますので、今後こうしたことも考慮するな

ら、今のうちから次の一手も考えていかない

といけないのかなというふうに思うんです

が、その点どうですか。 

 

○鈴循環社会推進課長 今現在、次のという

ことを県で考えているわけではございません

が、一方で、民間の管理型処分場の動きも見

据える必要がございます。 

 実は、民間のほうの動きがございまして、

エコアが先ほど42万立米ということで申し上

げましたけれども、それの大体2.5倍ぐらい

の処理能力といいますか、キャパシティーで

考えておられる民間の会社がございます。 

 これが、社長さんに聞いてみたところ、令

和８年度に供用開始をする予定だということ

でございますので、そういったところの動き

との兼ね合いも合わせながら、今後県として

は考えていくべきなんじゃないかなというふ

うに思っているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 これは、経済活動の中で

は、必ずこの産業廃棄物というのは発生しま

す。また、起こってほしくはないけれども、

災害が起こったときには災害廃棄物というの

も必ず出ますので、こうしたものがスムーズ

に搬入できるような施設がやっぱり県に必ず

あるというのが私は大事だと思ってますの
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で、そういったことを踏まえながら、今民間

の話もありましたけれども、県全体をカバー

できるような形で検討していっていただけれ

ばなというふうに思います。 

 それから、もう１点いいですか。 

 

○吉田孝平委員長 はい。 

 

○内野幸喜委員 次は、商工労働部のほうで

すが、９ページですね。 

 新規事業で中小企業者生産性向上緊急支援

事業、この中の説明文で「人材不足解消に寄

与するため」というふうにありますが、ちょ

っとここをもう少し詳しく教えていただけれ

ばなと思います。 

 

○田浦商工振興金融課長 今御質問のござい

ました中小企業者の生産性の向上事業でござ

いますけれども、これにつきましては、国や

県の補助金等を活用して生産性向上に取り組

む事業者に対しまして、それと賃上げに取り

組むという事業者に対しまして、補助率をか

さ上げするというものでございますけれど

も、やはりその人材の確保のためには、きち

んとした労働環境を確保することが大事だと

いうふうに考えてございます。 

 そのためには、生産性向上に伴いまして、

やはり価格転嫁等を進めていきながら、適正

な経営環境を確保するということが大事だと

いうことでございまして、そういった意味で

人材確保につなげていきたいという意味でご

ざいます。 

 

○内野幸喜委員 今いろんな企業の方と話す

と、資材高騰であるとか燃料費の価格の高騰

とかと同じように、この人材不足というのを

皆さんやっぱりおっしゃるんですね。これは

数年前だったら、そんなに人材に困ってない

ような企業でも、今どこも人材不足している

という話が出ます。 

 そこで、ちょっとまず聞きたいのが、先ほ

ど報告でありました熊本県雇用環境整備協会

の説明の資料の中で、いろんな事業をやって

らっしゃいますよね。 

 例えば、この今年の計画の中でも、就職氷

河期世代向けセミナーとか、そういったいろ

んな事業を計画されてますし、これまでもや

ってきてらっしゃいます。これが実際にその

就職に結びついてるのか、大体どれぐらいの

人が、こうしたセミナー等を受講して、実際

に就職したのかという、もし数字があれば教

えていただければなと思います。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 雇用環境整備協会が取り組んだ事業に対す

る実際の就職に結びついた人数でございます

けれども、すみません、ちょっとそこまでま

だ把握できておりませんで、後ほど報告させ

ていただければと思います。 

 

○内野幸喜委員 はい。後でそういった数字

があれば教えていただきたいと思うんです

が、さっき言った人材不足、これはもう本当

深刻なんですね。 

 これは、ＴＳＭＣの進出が決まって、30数

社がもう立地協定を結んでいると。これから

、恐らく雇用予定者って、またさらに1,700

名以上の雇用予定者というのが出てくると思

います。果たして、そうしたときに、本当に

この人材が供給できるのかという心配すらや

っぱり出てきてるんですよね。 

 特に、今若い世代というのは、人口が減少

してて、そもそも少子化ですから、少ない世

代なんですよね。そうしたときに、本当にど

この企業もやっぱり人材確保にもう一番苦労

しているというのが本音なんですよね。 

 そうしたときに、これはやっぱり一企業だ

けで対応できるような状況じゃ今なくなって

きているというのを、私は話を聞いてて思う
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んです。そこの部分を、これは国マターなの

かもしれませんけれども、これは本気でやっ

ぱり考えていかないと、なかなかやっぱりこ

の産業自体が成り立っていかないのかなとい

うふうに思います。 

 これは、実は民間だけではなくて県もそう

ですよね。県も、これからたくさんの事業が

出てきます。 

 例えば、ＴＳＭＣに関しては、今後10年間

で1,140億円ぐらいのいろんな公共事業等が

発生するという話がありました。じゃあ、果

たして、これを本当にやるときに、それだけ

の人がいるのかというやっぱり懸念もあるん

ですよね。 

 そうした問題について、今本当に真剣に考

えないといけない問題であって、県として

は、どういう方向で今後捉えていくのかとい

うか、何かありますかね。漠然としたような

感じになってしまうんですけれども。 

 

○三輪商工労働部長 商工労働部でございま

す。 

 今お話ございましたのは、非常に大きな課

題という認識を持っております。急に人がど

っと熊本に来るとか、そういうのは非常に難

しゅうございますが、基本的には、まず、こ

の熊本県で育った子供さんたち、学生が熊本

に残ってもらえるような、こういう仕掛けで

すね。 

 一つの例を挙げますと、ブライト企業とい

う非常に働きやすい企業さんが、ちょっと数

は忘れましたけれども、ございますので、県

民の方に県内企業のすばらしさを分かって残

っていただく施策をやっていきたいというふ

うに思っております。 

 ちなみに、来年の２月に開催しますくまも

と産業復興エキスポでは、県内の各高校生の

方に学校を通じて来場の希望を確認しました

ところ、3,000人を超える学生が来ていただ

いて、熊本の企業なども見ていただけるよう

な、そういうものもございます。 

 それともう一つが、県外におられますいろ

んな県出身の方も含めまして、ＵＩＪター

ン、熊本をアピールすることによりまして、

たくさんの人に熊本に戻ってきてもらう、そ

うすると、ちょっと逆に去っていかれたほう

はきついとは思うんですけれども、熊本のＰ

Ｒをしていきたいというのがございます。 

 それと、具体例を言うと、人材育成という

のが３つ目に必要と考えておりまして、一例

を挙げますと、水俣市のアスカインデックス

さんが、水俣高校と連携して半導体の教育を

進めておられるなど、そういう、人を育て

る、それから県内に残ってもらう、また、県

外から来てもらう、そして育てる、この３つ

をしっかり進めていきたいと思っておりま

す。 

 必要に応じまして、国のほうにもいろんな

要望をしていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 

○内野幸喜委員 しっかりとお願いしたいと

思います。 

 

○池田和貴委員 すみません、ちょっと関連

してなんですけれども、今部長の説明聞いて

まして、県の意欲を感じられて、ぜひ頑張っ

てほしいと思うんですが、ただ、やっぱり就

職とか職を選ぶというのは、それは個人の選

択なので、幾ら行政が旗振っても、そこでそ

の個人が選択してくれないとというのはある

んですよね。 

 これはもう大前提としてあって、じゃあ個

人が選ぶときにどうするかといったら、やっ

ぱり情報収集して自分で選ぶわけですから、

足りないところに対しての情報も必要なんで

すけれども、やはり働いてもらうためには、

いかにそういう人たちに興味深く持ってもら

えるかとか、必要な情報をどうタイムリーに

出していくかとか、そういうことも大事だと
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思うんですよね。そういうことをやっていく

ことによって――個人も時間が限られてます

ので、全ての情報を見るわけじゃなくて、や

っぱり興味のあるやつを見て、それで考えて

いくわけですね。 

 そういう意味では、情報発信って物すごく

大事だと思うので、それと時間的なタイムリ

ーさですよね。そういうのをやはり意識しな

がら、ただ、行政の予算ってなかなかタイム

リーに動きづらい側面もありますので、そう

いったところをやっぱり十分考えながらやっ

ていただければなというふうに思っていま

す。 

 それと、人材に関しては、残念ながら日本

の人口はこれから減っていくし、若い人たち

は減っていきます。これは、一生懸命頑張っ

て、例えば出生率が上がったとしても、いわ

ゆるそれに対応する母数が減ってくるので、

若い女性の母数が減ってくるので、出生率が

上がっても、なかなかその若い人たちの人口

は増えないというジレンマがあるんですよ

ね。 

 でも、これはやっていかなきゃいけないこ

となんですけれども、そうすると、いわゆる

日本に住まわれる方も、やっぱり考えとして

は来ていただきたい、それはもういいんです

けれども、ただ、日本以外は人口増加してい

る地域もあるわけですから、そういったとこ

ろから有為な人材も熊本に来ていただけるよ

うなことも、合理的に考えればそういったこ

ともやっていく必要があるんじゃないかなと

私は思ってるんです。 

 だから、先ほど部長が言っていただいた国

内の皆さん方への働きかけも併せて、やっぱ

り人口が増えていく、これから伸びていく地

域も含めて、海外のところとどう戦略的に結

んでいきながらそういったところに有為な人

材を連れてくるかとか、そういう視点もぜひ

持ってやっていったほうがいいんじゃないか

と私は個人的に思ってますので、部長どう考

えられるか、ちょっとお考えを聞かせていた

だければと思います。 

 

○三輪商工労働部長 人材につきましては、

今委員おっしゃったように、なかなか国内だ

けでは厳しいという認識は一緒でございま

す。 

 それで、今回の台湾のほうとＴＳＭＣ進出

ですごく結びつきが深まったということはご

ざいますが、例えば民間で――ちょっと伺っ

ておりますのは、バングラデシュのＩＴ技術

者みたいな方たちがたくさんおられて、それ

を建設業のほうでちょっと受け入れる。建設

業とＩＴ、ちょっと違うところはあるんです

けれども、そういう人材を活用したいという

ような動きもございます。 

 熊本県工業連合会とかも、これは、地場企

業の皆さんが、300数十社の団体でございま

すが、そういうところと連携を密にしまし

て、国外の人材の確保ということにもしっか

り努めていきたいと思っております。 

 

○池田和貴委員 そのときにやはり困るの

は、受け入れるときのいわゆる行政上の手続

だとか、そういったのが迅速にできるとか、

そういうものの相談窓口が充実しているかと

か、そういったところってあると思うんです

よね。 

 だから、そういう民間の動きに対して、ど

ういう形でサポートすることによって、その

県内の課題解決に結びつけられるかというこ

とをやっぱりぜひ考えながら、県としての施

策をつくっていただくように要望しておきま

す。 

 

○時田労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 今、外国人材の活用支援ということで御質

問いただきましたが、補足をさせていただき

ますと、労働雇用創生課のほうでは、相談窓
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口としまして、水道町のほうに外国人材の受

入れ支援センターということで、お１人の方

を入管ＯＢの方をお願いしまして、いろんな

様々な入管手続に対する相談でありますと

か、実際外国人の方が日本に来られている際

の困り事、直接解決できない場合もございま

すけれども、そういった機関におつなぎする

とか、いうような方の取組、それから、外国

の方へのいわゆる熊本のＰＲということで、

実際、熊本等において働いていらっしゃる方

々のインタビューを今年度実施しまして、そ

れを、ユーチューブであったり、インスタグ

ラムであったりとか、そういったＳＮＳで発

信することによって、母国の方々に熊本で実

際働いている方の声を聞いてもらって、熊本

をＰＲしているというような取組も今年度実

施している状況でございますので、補足させ

ていただきます。 

 

○吉永和世委員 今、池田先生が質問された

というか、話されている内容は、すごく大事

だと思います。 

 商工会議所連合会のほうからも強い要望が

あってたと思いますので、そこら辺はしっか

りと連携取りながらやっていかないと、県経

済に大きく影響することでございますので、

そこら辺しっかりと対応いただきたいなとい

うふうに思います。 

 それと、質問いいですか。 

 

○吉田孝平委員長 はい。 

 

○吉永和世委員 産業支援課ですね。11ペー

ジ。 

 今県のほうで、半導体人材育成、これは、

推進ビジョンを策定して、その大きな柱の中

の一つが半導体人材育成であるというふうに

思いますが、その中で、やっぱり技術短期大

学の果たす役割というのは、結構大きいもの

があるんだろうというふうに思います。そう

いう中で、この機材導入というのもあるんだ

と思いますが、必要なものはしっかりと導入

していただきたいなというふうに思います。 

 それと、その中で、熊本大学もクリーンル

ームを整備したり、あるいは必要な機器等を

導入されているんだろうというふうに思いま

すし、また、先ほど部長がおっしゃったアス

カインデックス、これも民間としていろんな

機材等があるわけでありますが、大学との連

携、また、民間との連携、その連携の中に、

こういう機材関係というのも必要なのかなと

いうふうに思うんですけれども、そこら辺の

現状というのはどうなっているんですか。 

 

○辻井産業支援課長 御質問ありがとうござ

います。 

 委員おっしゃるとおり、今様々なある種機

器が、技術短期大学だったり、産業技術セン

ターだったり、あと、熊本大学、崇城大学、

そういった教育機関に様々導入されていると

ころでございます。 

 こういった、まず、導入に当たりましての

考え方といたしましては、同じ県内に、例え

ば似たようなものとか、もう全く重なってい

るものが導入されても、なかなか利用実績が

上がらないもんですから、基本的には、それ

ぞれ、ここにはこういうものがあるよねとい

うことを認識しながら導入を検討させていた

だきまして、第三者の目で、特に我々産業技

術センターに設置するもの等は、審査をしな

がら慎重に設置をしているところでございま

す。 

 おっしゃったとおり、先日私も、熊本大

学、あと産業技術センター等と関係者を交え

て意見交換させていただきましたところ、や

はり双方に、例えばこんな機器があるんだね

とか、これはぜひ、例えば大学の研究で使い

たい、もしくは、逆に地場企業からすると、

大学にあるこういったものを使いたいという

ような声を非常に多くいただいておりまし
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て、こういった情報交換、この機器があっ

て、このぐらいの値段で使えて、こういう指

導してくれる人がいるとか、そういった情報

はちょっと定期的に関係者で意見交換してい

きましょうというような話を関係者でさせて

いただいておりますので、やはり限られた資

産というか、資源でございますから、そうい

ったものを最大限活用できるように、今後も

情報交換等に県が主導して努めてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 やっぱり必要なものはしっ

かりと導入できる中で、優秀な人材育成とい

うのができるのかなと思います。県に同じも

のが何個もあってもしようがないので、そこ

ら辺しっかりと連携取ってやっていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 12ページ、エネルギー政策課さん。 

 特別高圧電力利用事業者ということで、こ

れは遅きに失した感じなんですけれども、ど

ういったところが、この特別高圧電力事業者

になるんでしょうか。 

 例えば、イメージするに、グランメッセと

か、県立劇場とか、商業施設、デパートと

か、そういうところになるんですかね。 

 

○岡山エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 お尋ねの件については、我々もちょっと電

力会社に情報収集したんですが、具体的な名

前は教えていただけませんでした。おおむね

大体我々の電気料から推計して、140件ぐら

いが特別高圧電力を県内で使っているんじゃ

ないかと考えております。 

 どんなところかというと、やはり大規模な

工場、それから大きなショッピングモール、

そういったところが特別高圧電力と思ってま

す。熊本県庁は、たしか特別高圧電力で、こ

のぐらいのビルだとそうだと思います。 

 

○前田憲秀委員 教えてもらえないという事

情もあるわけですね。 

 例えば、商業施設と話がありましたけれど

も、先日、鶴屋の中に入っているパレアさん

も利用料をやむなくアップするとかありまし

た。もちろん、この補塡があっても追いつか

ないんでしょうけれども、そこら辺は、もう

ちょっときちんと説明がつくようにされとい

たほうがいいんじゃないかなと思いますけれ

ども、いかがですか。 

 

○板橋男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 パレアのほうは、10月１日から利用料金の

値上げのほうをいたしておりますけれども、

６月補正のほうで、４年度の分の光熱費高騰

につきましては、コロナの交付金を活用して

高騰費分を支援しておりますので、こうした

これからの施策につきましても注視してまい

りたいと思っておりますが、まずは、パレア

のほうも利用のサービスに努めまして、県民

の皆様のサービス向上にも努めてまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 説明ができるように、追いつかないと思う

んですけれども、していただきたいと思いま

す。 

 それと、関連して、このＬＰガス利用事業

者への４万円というのもございますが、これ

は県下の事業者全てということでよろしいん

ですかね。 
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○岡山エネルギー政策課長 県内でＬＰガス

を利用している、我々からするなら業務用と

かのものです。一般家庭は、今総務部のほう

で実施されておりますので、いわゆる我々が

するのは、業務用それから工業用というとこ

ろのＬＰガスに対して、県内の利用されてい

る方全てに支援しようと思っております。 

 

○前田憲秀委員 熊本市も、同じ内容で１事

業者４万というのをたしか聞いたんですけれ

ども、そうすると８万になるんですかね。 

 

○岡山エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 熊本市は、独自の財源を使って、一律

6,000円を支援していると聞いております。

我々が４万円なので、足すと４万6,000円と

いうことになります。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

 一般家庭と同じで、事業者も6,000円とい

うことですよね。 

 

○岡山エネルギー政策課長 はい、熊本市

は。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

 これも、利用者もそうですけれども、事業

者さんも様々大変だったお話を聞いておりま

すので、スピーディーにスムーズに行き渡る

ようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○鈴循環社会推進課長 すみません。先ほ

ど、エコアの件で、私説明をちょっと誤りま

して、エコアのそもそもの埋立てキャパシテ

ィーと今埋め立ててある量は、体積、立方メ

ートルで御説明をさせていただいて、残容量

は、トン換算したときの30トンという形で御

説明をさせていただきました。 

 ここでちょっと修正をさせていただきたい

と思います。 

 エコアの埋立許可容量は、先ほど御説明い

たしましたとおり、42万3,395立方メートル

でございます。埋め立てられているのが21万

5,218立方メートルでございます。残りは、2

0万8,177立方メートルでございます。 

 すみません。大変申し訳ございませんでし

た。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 今度は、観光戦略部のほう

ですね。 

 部長の総括説明で、７月の延べ宿泊者数

が、2019年比で106.5％、３か月連続でコロ

ナ前を上回っていますと。外国人宿泊者につ

いても、2019年比で90.8％まで回復と。これ

はやっぱり私も実感するんです。 

 というのは、どういったときに実感するか

というと、町なかでたくさんの観光客らしき

人を見るというのもそうですけれども、ホテ

ルがなかなかもう取れなくなっているんです

よね。また、価格も数年前に比べるとめちゃ

くちゃ値上がりしてて、１万以下で宿泊でき

るところはもうほぼないんですね。大体もう

今２万、３万とかのも出てきてますし、日に

よっては10万超えとかも出てきています、熊

本市内でもですね。だから、多分、恐らく宿

泊者は相当多いんだろうなというのを実感し

てます。 

 この中で、さっき部長が、ツール・ド・九

州2023と熊本マスターズジャパン、バドミン

トンの説明がありましたけれども、スポーツ

のこの大規模な大会だけじゃなくて、９月

１、２日に農業公園のほうで大規模なフェス

があったんですね。２日間で２万人を超える

方々が来場されたと。これは音楽のフェスで
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すね。この週末も阿蘇のほうでフェスがあっ

てて、恐らく２日間で１万5,000近くの方が

来られているんじゃないか。 

 やっぱりスポーツイベントもそうですけれ

ども、こういう音楽関係のフェスというのも

非常に多くの方がやっぱり来られるんです。

９月１、２日のその４万人規模のフェスにつ

いては、半分が県外からという話がありまし

たので、やっぱりたくさんの方が来られま

す。 

 ７月に、オールブラックス・フィフティー

ンと日本代表のラグビーがあって、私は電車

で帰ったんですけれども、熊本駅にその日本

代表のジャージを着てる人と同じぐらいの人

が、私は初めて知ったバンド名だったんです

が、あるコンサートがグランメッセであって

て、そのグランメッセであったコンサートに

来てたアーティストのＴシャツを着てる人も

たくさんいらっしゃったんですね。たまたま

食事のところで隣にいて、明日はどこに見に

いくとかと言われてたので、恐らく、多分県

外から来られて宿泊されてた方だったんだと

思います。 

 そういったコンテンツというのも、非常に

県経済にとって物すごく大きな経済波及効果

があると思いますので、そういった分野も、

スポーツイベントと同じように、私は、県も

一生懸命力を入れていくべきじゃないかなと

いうのを思います。 

 ９月１、２日のフェスには、恐らく部長と

政策審議監はちょっと視察に行かれたと思い

ますので、県庁のどっかの組織の中で、そう

いった部分の班もつくっていいんじゃないか

なというふうに思います。とにかく若い人が

たくさん来ますし、いろんな購買意欲の高い

方だと思いますので、そういう点はどうかな

と思って、ちょっとどなたか、ここは観光企

画ですかね。 

 

○川嵜観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 委員の今の御指摘のとおり、スポーツ以外

にも、音楽あるいはＭＩＣＥといったもの

で、非常に地域経済に貢献していただいてい

るというのを、私たちも非常に実感をしてお

ります。 

 一方、興行収入という形で、ミュージッ

ク、音楽フェスなどは、興行収入の一方で、

その事業の収益を上げられていらっしゃると

いうところもございますので、そういった経

済波及効果は実感しつつも、興行収入とのバ

ランスというか、そういったところも考えな

がら支援はしていきたいと考えております。 

 あるいは、そうはいいながらも、県とし

て、経済波及効果があるものについては、名

義後援をやったり、あるいは、県の公式観光

サイトでの情報発信とか、そういった集客な

どに関しては、私たちも、もう微力ですけれ

ども、しっかり応援はさせていただいている

ところです。 

 委員から御指摘ありました、一元的に県庁

の中でそういった支援をやれるところという

ところでございますけれども、私たちもでき

る限りの情報収集をやりながら、先日の農業

公園でのフェスに関しても、どういったお客

さんたちが来てるのかとか、これはもう委員

からちょっとお誘いがあったのもあったんで

すけれども、そういうところをしっかり見と

くようにという御指摘もございましたので、

私たちも、今からもそういった音楽フェスな

どの効果についてはしっかり勉強させていた

だきながら、できることをしっかりやってい

きたいと考えております。 

 

○内野幸喜委員 私も、改めてこれだけの集

客があるんだという――私は、あんまりそう

いったところに行ったことなかったもんです

から、話を聞いたりとかして、ああすごいん

だなというふうに思いましたので、ぜひそう

した分野にも力を入れて、ぜひ誘致してほし



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和５年10月３日) 

 - 24 - 

いなというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○池田和貴委員 すみません、関連して。 

 今のお話にちょっと関連してなんですけれ

ども、私も前から思ってるんですが、県庁の

職員さんって、ずっと数減らされてきてるん

ですよね。私が県議会議員なったときって、

県庁の職員さん、5,600人いらっしゃいまし

た。今4,100人ですよ。 

 今課長、意欲があって、いろんなところに

も顔を出したいとおっしゃってたんですけれ

ども、物理的に数が少なくなると、やれるこ

とってやっぱり限られてくるんですよね、人

間、時間と。そうすると、やはり特に観光な

んかというのは物すごく幅広くて、いろんな

ことをやらなきゃいけないので、県庁のいわ

ゆる人員の構成を見ると、それはやっぱりち

ょっと難しいんじゃないかなと思うんです

よ、実際ですね。 

 意欲は、すごく持ってもらうことは大切だ

と思います。ただ、それが物理的にできるか

どうかというのは、やっぱり冷静に考える必

要があると思って、そう考えると、やはり私

は、観光の戦略だとか、企画だとか、そうい

うのを考えてプランをつくっていくのは県庁

内でやってらっしゃっていいと思うんですけ

れども、実際、それを現場に少し下ろして実

現化していく人たちというのも、もう少し今

まで以上に活用していく必要があるんじゃな

いかと思ってるんですよね。何でもかんでも

県庁がそういうのを手足の部分までやってい

くと、本当にやらなければいけないことまで

回らないんじゃないかという心配をしてま

す。 

 そこは、県議会の今までの質問の中にもあ

りましたが、他県とも比べて、そういったそ

の手足になるような組織自体が熊本県は少な

くないんじゃないかという意見も大分ありま

すし、そういったところも、今後は、本当は

もっと戦略的に考えながらやっていく必要が

あるんじゃないかと思うんですよね。 

 あともう一つ言わせてもらうと、県庁は、

これは定期の人事異動があるんですよ。こう

いう観光とかの関係性って、いわゆるその組

織にもついてきますけれども、そこで働いて

いる人にも関係性ついていって、それがずっ

と長年やることによって力になっていくこと

があるんですよね。ところが、その定期人事

異動がある方が、そういう職業のところにい

ると、いたくてもそこに残れないという現実

があって、そういったところもやっぱり考え

ていく必要があるんじゃないかと思うんです

よね。 

 ですから、これはもう何回も言われている

ことだと思うんですが、意欲は継続していた

だくとともに、やっぱり合理的にどうすれば

本当にやっていけるかというのはもう一度考

えて、ぜひ、今この機会、アフターコロナの

この機会に、もう一回そういうのが実現でき

ないか考えていただきたいと思っておりま

す。 

 これは要望です。もし部長が何かコメント

があれば、部長からコメントいただきたいと

思います。 

 

○原山観光戦略部長 観光戦略部でございま

す。 

 観光戦略部が、令和２年ですかね、設置を

されまして、それ以前は商工観光労働部の中

に観光セクションございまして、私も局長し

たことがございますが、その当時から、これ

を比べましたら、やはり組織体制もそうです

し、人員体制についても徐々に充実をしてき

たのかなと思っています。 

 さらに加えまして、手足といいますか、手

足というと失礼ですけれども、いろんな分野

で役割分担という意味では、観光連盟のほう

も体制を徐々に充実させてきておりますし、

さらに、民間のほうで、県も出資もしてます
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が、くまもとＤＭＣという県全体を見る観光

ＤＭＣもできましたので、その辺とのうまく

役割分担をやりながら、今後またさらにしっ

かりと取り組んでいきたいと思ってます。 

 観光は、本当に県経済を支える大変重要な

分野だと思いますので、いただいた御助言も

踏まえながら、しっかり観光施策を充実でき

るように取り組んでまいりたいというふうに

思います。 

 

○池田和貴委員 すみません。ちょっと長く

なって申し訳ありませんが、今部長のほうか

ら御説明があったので、ぜひ今後そういう連

携を深めてやっていただきたいというふうに

思います。 

 その中で１つ、ぜひ、私がちょっと思って

いることも頭の中に入れといていただければ

ありがたいなと思うのは、１つは、観光を考

える上で、今はその世界的なホテルチェーン

の５つ星と言われるホテルを誘致するという

のも、ある意味すごく重要になってきてるん

ですよね。 

 いろいろなホテルチェーンがあります。ヒ

ルトンとか、マリオットとか、その他もある

んですが、マリオットに関していくと、九州

では、今度福岡にリッツ・カールトンができ

て、長崎市にもできるんですよね、マリオッ

トの上位のブランドが。鹿児島にもオープン

するんですよ。宮崎はもともとシェラトンあ

るんですよね。大分もできるんですよ。 

 何で熊本できないのかなと思っています。

阿蘇のほうに、フェアフィールドといういわ

ゆる簡易な道の駅を展開しているホテルは来

るんですけれども、そう考えると、何でなん

だろうな、何で熊本選ばれないんだろうなっ

てちょっと思ってしまうんですね。 

 だから、そういったところもやっぱり考え

て、今後、海外のインバウンドとかを特に欧

米から呼ぼうとしたときに、そういったホテ

ルがあるかどうかというのも、欧米の方が宿

泊地を選択するときに、そこはポイントの一

つに、要素の一つになってくると思うので、

ぜひそういったところも考えながらやってい

ただければと思ってます。 

 

○川嵜観光企画課長 委員から御指摘ありが

とうございます。 

 ５つ星ホテルチェーンについては、これ

は、県としても、総合計画の中にも、阿蘇地

域への５つ星ホテルの誘致、あるいは、国立

公園満喫プロジェクトの中にも、阿蘇地域へ

の上質なホテルということで、いろいろ情報

収集をやり、あるいは誘致活動を展開してい

るところです。 

 何で熊本が選ばれてないんだろうというと

ころなんですけれども、私たちも、熊本市中

心部も含めて、地元の経済界の方ですとか、

ホテルを実際営業されている運営者の方とか

にも熊本での意見交換もやりながら、あるい

は世界的に有名なホテルチェーンのオペレー

ション、東京に本部があるオペレーションの

方との意見交換、それから大手のデベロッパ

ーとの意見交換もやっております。 

 今委員から御紹介ありました福岡、鹿児

島、大分ですね。確かに、上質なホテルが次

々と建っているわけですけれども、動きとし

ては、コロナ前なんですが、あともうちょっ

とというところまで、投資をやろうかやるま

いかという、そういう調査に入られたホテル

のオペレーターあるいはデベロッパーさんた

ちは幾つかあったんですけれども、今一旦コ

ロナで全てがストップしているという状況で

す。 

 熊本に関しても、決して全くオペレーター

あるいはデベロッパーが興味を示してないと

いうことではございませんので、また、この

人流の回復とともに、そういった動きが少し

ずつ動いてきているというような状況でござ

います。 

 以上です。 
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○池田和貴委員 ぜひ頑張ってください。期

待しております。 

 

○吉永和世委員 観光戦略部。 

 先ほど、原山部長から説明があって、非常

にいい結果が出てきつつあるということで、

大変うれしい話であります。 

 今、池田先生の話もありましたけれども、

熊本県としての、県民と言ったほうがいいで

すかね、おもてなし、ホテルに選ばれなくて

も、観光客というか、来る方々に選んでもら

えればいい話なので、そこら辺しっかりと熊

本県民としておもてなしをするんだという、

そういう気概というか、気持ちを県民の方に

持っていただくというのは非常に大事なこと

かなというふうに思いますので、そこら辺の

意識を高めるのに、やっぱり県がしっかりと

声を出していかないといけないのかなと思い

ますので、そこら辺ぜひお願いしたいなとい

うふうに思います。 

 それとあと、私、現地に行って言われた人

間なので、またこれもあれなんですけれど

も、ちょっとこうインバウンドとは逆のアウ

トバウンドの話ですけれども、我々の教訓と

して、やっぱりアウトバウンドをしっかりと

対応持っていかないと、やっぱりせっかく就

航した便がまたなくなってしまうという、そ

ういったちょっと嫌な経験をしてますので、

そこら辺やっぱりインバウンドとアウトバウ

ンド、これをしっかりと併せて対応していか

なくちゃならないのかなというふうに思いま

すので、そこら辺、ぜひ部長、先頭に立って

頑張っていただきたいなというふうに思うん

ですけれども、そこら辺しっかりと捉えてい

ただいていると思うんですけれども……。 

 

○原山観光戦略部長 吉永委員には、かねて

からアウトバウンドの重要性をおっしゃって

いただいておりますし、我々も、交通部局と

も連携しながら、向こうへ送る分のいろんな

支援ですとか、あるいは旅行会社への働きか

けですとか、そういったものを、関係各課連

携して、アウトバウンドなお一層進むように

しっかり頑張っていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 頑張っていただきたいと思

います。 

 さっきおもてなしと言いましたけれども、

ホテルの方々、関係者の方々、直接やっぱり

受け入れるわけなので、そこら辺での対応と

いうのは非常に大きいことだと思いますの

で、そこら辺しっかりとホテル関係の方々と

緊密に連携取っていただいて、そこら辺のし

っかりとした対応、おもてなし、ここをしっ

かりと、熊本県は日本一だと言われるよう

な、そんな宿泊環境をつくっていただければ

なと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○前田憲秀委員 すみません、関連で。 

 その他かなと思ったんですけれども、観光

で、今先生方が言われたので。 

部長のお話からも、外国人宿泊者は、90.8

％まで19年度増えてきたと、そして、インバ

ウンドのさらなる増加ということで、今吉永

先生が言われた、私も、アウトバウンドの角

度なんですけれども、台北線が、12月には週

に11往復ですか、もうすごいことで、ありが

たい限りなんですけれども、聞けば、７割か

ら８割はインバウンドのお客さん、台湾から

のお客さんということで、本当に、これから

は、こっちから行く観光という捉え方は非常

に重要だと思っております。 

 今部長が言われたように、旅行の補助だと

か、そういったのももちろん大事だと思うん

ですけれども、私は、その観光というのにく

くって、ほかの地域を訪れて、自然や環境や
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食べ物に触れて、文化や史跡に触れて、そし

て、心の教養もできれば、新たに頑張るぞと

いう元気をもたらす、そういう重要な、何か

余興とかじゃなくて、重要な要素が観光とい

うのにはあると思うんです。 

 であれば、観光戦略部だけじゃなくて、教

育委員会だとか、先ほどあった交通政策のほ

うともしっかりより連携もしないといけない

と思うんですけれども、もう少しこのアウト

バウンドに向けての意気込みみたいなのは、

どなたかお話ないでしょうかね。 

 

○原山観光戦略部長 そうですね。今申し上

げましたそういった助成事業をはじめ、本当

に観光の効果といいますか、先生おっしゃっ

たような、そういったものをいかに周知して

いくかというのも大事でしょうし、若い人た

ちにいかに海外に出ていって勉強してもらう

かというような視点も大事だろうと思います

ので、観光部門、それから教育部門、交通部

門、それぞれ、あるいは産業部門での向こう

に行っていろんなビジネスをするという点も

もちろんあるでしょうし、関係各課連携をし

て、いかにアウトバウンドを増やしていける

か、それはしっかりまた考えていきたいとい

うふうに思います。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 インバウンドがありがたくも今増えて拡大

しつつあると、これはもうそれ以上のきっか

けはないと思うので、企業にしても、人的交

流にしても、それをきっかけに、ぜひこっち

からも出ていくようなきっかけづくりも頑張

っていただきたいと思ってます。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号について採決いたしま

す。 

 議案第１号について、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○枝國環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 経済環境常任委員会報告事項１の資料をお

願いします。 

 半導体関連企業集積に伴う環境への影響に

関する台湾訪問調査の結果について御説明い

たします。 

 

○吉田孝平委員長 マイクに近づけてお願い

します。 

 

○枝國環境政策課長 失礼いたしました。 

 経済環境常任委員会報告事項１の資料をお

願いいたします。 

 半導体関連企業集積に伴う環境への影響に
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関する台湾訪問調査の結果について御説明い

たします。 

 なお、関係５課による報告となりますの

で、説明については、環境政策課から一括し

て行わさせていただきます。 

 １ページをお願いします。 

 冒頭の部長説明にもありましたとおり、半

導体関連企業の集積に伴い、環境への影響を

懸念する声も寄せられていることから、多く

の半導体関連企業が集積する台湾のサイエン

スパークを訪問し、地元行政機関等に環境の

状況について調査を実施してまいりました。 

 訪問先ですが、２ページを御覧ください。 

 台湾には、３つのサイエンスパークが整備

されており、今回、新竹及び中部サイエンス

パークを訪問しました。 

 ３ページに各パークの概要を記載しており

ます。 

 ４ページをお願いします。 

 台湾では、日本と同様に、水質や大気等に

関する環境法令が整備されており、各パーク

では、地元行政によるモニタリングが実施さ

れております。 

 ＪＡＳＭの製造設備等のモデルとなる工場

であるＴＳＭＣのfab15が立地する中部サイ

エンスパークのモニタリング結果について御

報告いたします。 

 まず、水質についてです。 

 中ほどの水質のモニタリング調査、採取場

所を御覧ください。 

 パークでは、各工場の排水はパーク内の下

水処理場に集められ、処理後河川に放流され

ます。 

 地元行政によるモニタリングは、下水処理

場放流水、地下水、河川水の３か所で実施さ

れています。 

 下段に記載しておりますが、放流水には遵

守しなければならない規制基準である排水基

準が適用され、地下水及び河川水には、達成

されることが望ましい基準、つまり目標値で

ある環境基準が適用されます。 

 ５ページが下水処理場放流水の状況です。 

 モニタリング結果を確認したところ、台湾

の排水基準を全て満たし、また、ほとんどの

項目が日本の排水基準内でした。 

 一部の項目は、日本の排水基準を満たして

おりませんが、これは日本の基準が台湾より

厳しく設定されているためであり、本県に立

地する企業は日本の基準を遵守することとな

ります。 

 ６ページに調査結果を掲載しております

が、青色の部分が日本の基準を満たしていな

い項目です。 

 ７ページ、地下水ですが、モニタリング結

果は、一部を除き、台湾の環境基準を満たし

ています。 

 一部基準を満たしておりませんが、地元行

政によると、パークが原因ではないと考えら

れるとのことでした。 

 また、ほとんどの項目が日本の環境基準内

であり、一部日本の基準等を満たしておりま

せんが、パークに起因するものではなく、地

質の影響と考えられるとのことでした。 

 ９ページ、河川水です。 

 地下水同様、ほとんどの項目が日本の環境

基準内でした。一部日本の基準等を満たして

おりませんが、パークに起因するものではな

いことを確認しております。 

 11ページ、大気の状況でございます。 

 モニタリング結果は、台湾の環境基準を満

たし、また、多くの項目が日本の環境基準内

でした。 

 一部日本の環境基準等を満たしておりませ

んが、パークに起因するものではないことを

確認しております。 

 13ページをお願いいたします。 

 環境汚染事例や苦情等の状況です。 

 一部の県民等から、台湾ではＴＳＭＣが原

因で深刻な環境問題が発生しているといった

声が寄せられていることから、事実関係につ
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いて確認を行いました。 

 地元行政によりますと、ＴＳＭＣが原因で

深刻な環境問題が発生している事実はない、

また、ＴＳＭＣが立地するパーク周辺で水質

や大気等の苦情はないとのことでした。 

 なお、20年以上前に環境問題が発生したこ

とがあるが、周辺の河川調査の結果、原因は

ＴＳＭＣが立地する新竹サイエンスパークが

放流している河川ではなく、別の流域にある

工場とのことでした。 

 14ページをお願いいたします。 

 以上御説明したとおり、地元行政による

と、環境法令に基づく規制基準は遵守され、

環境上の問題は特に見られない、環境基準等

を満たさない項目が一部あるが、要因はサイ

エンスパークではない、ＴＳＭＣが原因で深

刻な環境問題が発生している事実はないとの

ことでした。 

 15、16ページは、下水処理場の排水処理の

状況です。 

 パーク内の下水処理方法は、基本的に日本

と同様で、水質管理等も適正に実施されてお

りました。 

 17ページ、工業用水の状況です。 

 パークでは、地下水のくみ上げが禁止され

ており、パーク内の企業は河川水を水源とす

る水道水を使用されています。 

 また、台湾では、日本の上水道と変わらな

い水質の水道水が生活用水にも工業用水にも

供給され、その料金は日本の上水道に比べ安

価です。 

 18ページをお願いいたします。 

 ＴＳＭＣの工場を訪問し、環境への取組状

況を確認してまいりました。 

 ＴＳＭＣは、法令を遵守され、環境負荷ゼ

ロを目指した取組を行われていました。 

 排水処理、水質保全の取組では、汚水を38

種類に分けて回収するとともに、資源の循環

利用なども推進されています。 

 20ページの環境負荷ゼロに向けた取組で

は、温室効果ガス削減などを全社的に推進さ

れています。 

 21ページの排ガス処理におきましても、高

度な処理で揮発性有機化合物の98％以上を除

去されています。 

 22ページをお願いいたします。 

 今回の訪問調査のまとめとして２点ござい

ます。 

 １点目は、台湾のサイエンスパーク周辺で

は、地元行政との意見交換及びモニタリング

結果を確認したところ、水質、大気の環境上

の問題は特に見られないとのことでした。 

 ２点目は、ＴＳＭＣは、台湾の環境法令を

遵守され、環境負荷ゼロを目指した取組を全

社的に推進されていました。 

 環境政策課からの報告は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 報告資料②地下水保全の取組みについてを

お願いいたします。 

 ２ページをお願いします。 

 熊本の地下水が豊富な要因についてでござ

います。 

 まず、地質的要因として、阿蘇山の火砕流

堆積物が100メートル以上も降り積もった熊

本の地層は、水が非常に浸透しやすいという

特性がございます。 

 また、歴史的な要因としまして、加藤清正

公が堰と用水路を築き開墾された白川中流域

の水田は、通常の５倍から10倍もの水が浸透

するため、大量の水が地下に浸透し、ますま

す地下水が豊富になり、地下水の量は琵琶湖

の水量を超えるほど豊富になっております。 

 しかし、持続的に使用していくためには、

現状のこのバランスを保つ仕組みづくりが必

要で、３ページのように、地下水の人工的な

涵養が行われております。 

 下は、その概念図でございます。 

 続きまして、４ページ、５ページでござい
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ますけれども、現在の地下水涵養の取組でご

ざいます。 

 ４ページが作物の合間、５ページが冬期に

水田に水を張る人工的な涵養を行っておりま

す。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 ４ページ、５ページの取組の効果が６ペー

ジでございます。 

 まず、グラフですけれども、左側が菊陽町

の観測井戸の平均推移でございます。 

 赤い棒グラフが降水量で、青の折れ線グラ

フが井戸の平均水位となっております。 

 降水量によって変動はございますけれど

も、人工的な涵養を開始した後、回復傾向に

なっております。 

 右側のグラフにつきましては、江津湖の平

均湧水量でございます。 

 同じく、回復傾向になっております。この

状況をしっかりと保つためには、取水量と涵

養量のバランスを保つことが必要と考えてお

ります。 

 そのための取組が７ページでございます。 

 地下水保全に向けた３つの取組、地下水取

水量の削減、他の水源利用の推進、地下水涵

養のさらなる推進でございます。 

 なお、ここからは、６月議会でも報告させ

ていただきましたが、持続的な地下水利用が

図られるよう、事業者に求める涵養目標を、

取水量の１割から原則10割に見直すため、地

下水涵養指針を改正します。 

 環境審議会の部会では、早期の見直しが必

要との御意見もいただいておりますので、10

月１日から施行することとしました。 

 さらに、取水量を超える涵養を促すため、

一番下の行でございますけれども、取水量と

開発による涵養減の合計を超えるような涵養

を実施する事業に限りまして、環境アセスの

規模要件を通常の規模要件を適用するという

見直しも同日付で行っております。 

 続きまして、８ページから13ページに具体

的な取組を示しております。 

 まず、８ページの地下水取水量削減に向け

た取組についてでございますが、ＪＡＳＭ

は、当初計画よりも約３割取水量を削減され

ております。また、節水についても市町村と

連携した取組が必要と考えておるところでご

ざいます。 

 青の表で書いておりますけれども、熊本地

域の地下水の取水量１億6,000万トンの大体

65％は水道関係でございまして、約１億トン

を超えております。これを５％節水するとい

うことになると、500万トンを超える地下水

削減になります。 

 ８ページの右側にありますけれども、これ

がどの程度かというと、１人１日１分、シャ

ワーを流す時間を短くするだけで達成できる

というような程度になりますので、こういっ

た取組を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、９ページでございます。 

 他の水源利用の推進に向けた取組として、

有明工水の未利用水の活用を検討しておりま

す。 

 続きまして、10ページからが地下水の涵養

についてでございます。 

 10ページに、５月16日に締結させていただ

きました協定、11ページに、現在検討中の具

体案を５つ示しております。 

 まず、11ページのベージュに色がついてい

る部分でございますけれども、現在、いわゆ

るかんがい期を中心に水田湛水が行われてお

ります。これを非かんがい期などまで広げる

期間の拡大と場所を広げる面積の拡大を組み

合わせて取り組むこととなります。 

 具体案を①から⑤として示しておりますけ

れども、具体的には、12ページをお願いしま

す。 

 ①が、まず一つの例でございますけれど

も、今まで５月から行っていた水張りを、非
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かんがい期の４月に前倒しし、湛水期間を拡

大するという検討でございます。 

 ②が、非かんがい期に、冬場耕作されてい

ないような土地などで、長期の水張り、冬期

湛水といいますけれども、を新たに実施する

という検討でございます。 

 ③が、転作田等において、立地企業の社食

用などの稲作の生産拡大を図ることによる地

下水涵養を地元で検討されております。 

 ④でございます。 

 地下水財団で、湧水等を活用し、令和５年

から冬期湛水の実施面積を拡大され、令和５

年度見込みとして、約90万トンの涵養量の増

加を見込んでおります。 

 ⑤につきましては、雨水浸透ますや雨庭な

ど、雨水を地下に浸透させる施設の設置によ

り、地下水が保全され、また、川に水が流れ

込まなくなりますので、水害のリスクが軽減

されると考えております。 

 このような取組を検討し、地下水涵養を増

やしてまいります。 

 14ページからは、今年度、熊本大学等で共

同で実施している最新のデータを用いた地下

水のシミュレーションでございます。 

 15ページに結果をまとめております。 

 １の地下水量でございますけれども、熊本

地域には琵琶湖の3.2倍相当の地下水が貯留

されているという結果が得られました。今ま

で琵琶湖の1.6倍程度という従来の研究結果

を上回るという結果となっております。 

 また、主に井戸に利用されている第１帯水

層、第２帯水層だけでも、赤字で書いており

ますけれども、約100億トンの地下水が存在

すると推定されております。これは、大体熊

本地域の地下水の年間採取量の60年を超える

ような量ということになります。 

 続きまして、16ページがＪＡＳＭの地下水

の許可関係でございます。 

 ＪＡＳＭの採取量につきましては、当初計

画されていた１日１万2,000トンに対して約

30％削減ということで、8,500トンとなって

おります。 

 涵養の関係で、中段に地下水財団と個別の

協定を記載しておりますけれども、先ほど申

し上げたとおり、涵養の増加見込みが大体90

万トンということで、ＪＡＳＭの本年度の必

要量がこれで確保できる見込みと聞いており

ます。 

 次に、２の揚水試験の結果でございます。 

 実際に、井戸で１万2,000トン、24時間取

水して、周りの井戸の影響を確認されました

が、周りの井戸も、県の観測井戸も、グラフ

でお示ししておりますとおり、見えるような

水位の低下は確認されておりません。 

 また、17ページの一番下ですが、当初計画

の日量１万2,000トンということで、地下水

採取を行った場合のシミュレーションを行い

ましたけれども、中長期的にも、地下水の低

下は最大30センチ程度ということで、菊陽町

の地下水の年間変動が大体５メートルから10

メートルということを考えると、影響はもう

局所的に限られるという予測でございまし

た。 

 続きまして、18ページをお願いします。 

 最後が、排水の処理でございます。 

 一番上に模式図を書いておりますけれど

も、排水は、工場内で下水道の排除基準内に

処理され、また、下水道施設では、排水基準

内に処理された後、排水されます。また、そ

れを、県と菊陽町、熊本市が幾重にも基準を

満たしているかを確認してまいります。 

 さらに、２でございますけれども、さらな

る環境モニタリングとして、県で規制外物質

も含めた水質、大気の追加モニタリングを８

月から行っており、工場開始前後の環境の変

化を客観的かつ科学的に把握し、また、県民

の方々の不安解消にもつなげてまいりたいと

考えております。 

 環境立県推進課、報告以上でございます。 
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○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 報告資料③をお願いします。 

 有機フッ素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ等

の水質調査結果について御報告させていただ

きます。 

 有機フッ素化合物の一つであるＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡについては、水道水源や公共用水

域において、暫定目標値を超える事例が全国

的に確認され、また、熊本市が行った地下水

調査においても、本年３月に、一部地域で暫

定目標値を超えたことが公表されました。 

 このような状況を踏まえ、県で独自の調査

を実施しましたので、その結果を御報告させ

ていただきます。 

 調査は、今年７月12日から８月21日にかけ

て、熊本市以外の河川５地点、地下水12地

点、合計17地点において採水を行いました。 

 調査項目としては、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ

に加えて、今後国際条約により製造等の原則

禁止が見込まれるＰＦＨｘＳといたしまし

た。 

 調査の結果ですが、２、各地点の調査結果

にお示ししておりますとおり、ＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡは、いずれの地点でも指針値50ナノ

グラム・パー・リッターは超過しておりませ

んでした。 

 今回の調査では、指針値の超過はありませ

んでしたが、次年度以降も、調査地点を見直

した上で調査を継続し、県内の状況把握に努

めていく予定です。 

 最後に、裏面に各物質の正式名称、主要用

途、規制状況等を参考までに掲載していま

す。 

 有機フッ素化合物の水質調査結果について

の説明は以上でございます。 

 

○佐藤水俣病審査課長 水俣病審査課です。 

 報告資料④ノーモア・ミナマタ近畿第２次

国家賠償等請求訴訟大阪地裁判決について御

説明します。 

 １、訴訟の概要ですが、不知火海沿岸等に

居住歴のある原告128人が、大阪地裁におい

て、国、熊本県、チッソ株式会社の３者に対

し、メチル水銀によって汚染された魚介類を

摂取したことにより、感覚障害等の健康被害

を受けたとして、国家賠償法等に基づき、損

害賠償金１人450万円と遅延損害金を請求す

るものです。 

 ③主な争点としては、各原告の水俣病罹患

の有無及び損害賠償請求権が消滅する除斥期

間の適用でございまして、原告は、公健法上

の水俣病認定に用いられる基準に対し、独自

の病像論と診断基準を主張するものです。 

 裏面をお願いします。 

 去る９月27日の判決の内容ですが、原告

128人全員について、水俣病に罹患している

と認定し、損害賠償金１人275万円と遅延損

害金の支払い請求を認めるものでした。この

うち、県に連帯支払い義務があるのは122人

でございます。 

 (3)判決理由の概要ですが、①メチル水銀

暴露と四肢末梢優位等の感覚障害との間に疫

学的因果関係が認められること、②暴露終了

から長期間経過後に発症する遅発性水俣病の

存在が認められること、③特措法の対象地域

以外でも、不知火海の魚介類を継続的に多食

した場合には、暴露が認められること、④チ

ッソが昭和43年にアセトアルデヒドの製造を

停止した後も、昭和49年１月までに水俣湾近

海で捕られた魚介類を多食したものについて

は、暴露が認められること、⑤原告らについ

て、除斥期間は経過していないことなどでご

ざいます。 

 ３、判決対応についてですが、現在、判決

内容を精査の上、国と対応を協議中でござい

ます。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の報告が終
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わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はございませんか。 

 

○岩田智子委員 まず、半導体企業の集積に

伴う環境への影響についての台湾訪問とか地

下水保全の取組などの詳しい報告をしていた

だいて、本当にありがたいと思います。 

 これは、県民の皆さんすごく興味のあるこ

とで、やはりパブコメなんかも、すごく人

数、たくさん意見が出てたというのもありま

すし、今回詳しく説明したことを県民の皆さ

んにしっかりお伝えしなければいけないなと

いうふうに思っています。 

 県民の皆さんがやっぱり心配なことだった

のが、熊本市で出たＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、有

機フッ素化合物ですね。 

 この件について、一般質問でもいろんな方

が質問をされていましたけれども、実は日本

の基準内ではあるんだけれども、アメリカと

かではとてもやっぱり基準が厳しいですよ

ね。 

 報告に書いてあるように、人体にはそんな

にこうあれはありませんというふうに最後に

書いてありましたけれども、出た場合という

か、これも一般質問でも出たと思いますけれ

ども、これを除去というか、これを出たとこ

ろで、県としては、県民にどういうふうに安

全ですよと言うのか、こうしたら大丈夫です

よという、何かその辺のことをお聞きしたい

んですけれども。 

 私も、いろんな人からお問合せがあって、

でも、出てるんでしょうって、あるんでしょ

うっていうふうなことで、どういうふうに県

民として対処すればいいのかというのを教え

ていただきたいと思います。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 委員の御質問は、主に有機フッ素化合物に

係ることだと理解いたしました。 

 有機フッ素化合物に関しては、現在、国の

ほうで、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡそれぞれ50ナノ

グラム・パー・リッターと暫定的な目標値と

いうものを設定されているところでございま

す。本県としては、こういった国の動きを注

視しながら動いていきたいと思っておりま

す。 

 なお、アメリカのほうで４ナノグラムとい

う数字が出てますけれども、これはあくまで

も基準ではございません。規制値の案でござ

いまして、現行アメリカの基準は70という数

字でございます。 

 ちなみに、ＷＨＯでは、ＰＦＯＳ、ＰＦＯ

Ａそれぞれについて、100ナノグラム・パ

ー・リッターという数字を目安として提供し

ておりまして、このように有機フッ素化合物

に関しては、なかなか国際的にも確たる線引

きというのがまだ難しい状況でございます。 

 こういった点も踏まえて、国のほうで専門

家による委員会というのを立ち上げて、しっ

かり検討されておりますので、県としては、

その動きをしっかり見て、随時適切な対応を

してまいりたいと思っているところでござい

ます。 

 

○岩田智子委員 はい、分かりました。 

 じゃあ、アメリカで言うのは、規制値の案

ということで考えられているということだと

認識すればいいですね。 

 では、原因というのは、まだ分からないわ

けですよね、この出た原因というのは。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 熊本市の事例について言えば、分からない

という熊本市のほうの公表もなされていると

ころでございます。 

 ただ、全国的に見れば、そういう有機フッ

素化合物を使用していた工場からの汚染とい

うところが原因とはっきり分かっているとこ
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ろもありますし、沖縄県とか東京のほうは、

米軍とかそういった関連の泡消火剤に由来す

るというような特定もなされているところで

ございます。 

 このあたり原因が分かるか分からないか

は、それぞれ個別の事例ごとではないかと見

ているところです。 

 

○岩田智子委員 分かりました。 

 存じておりますけれども、熊本県で暫定指

針値内のものであっても、やっぱり心配に思

われる方はたくさんいらっしゃると思います

ので、その辺も考えていただきたいなと思い

ます。 

 熊本市の場合は、特に多かったところはそ

こを使わないようにというふうにして言われ

たと思うんですけれども、熊本県の場合は、

ここでは全て４未満、まあちょっと多いとこ

ろもありますけれども、その辺に関しての何

か御説明みたいなのはありますか。もうこう

でしたということで終わりでしょうか。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 今回県で調査した地点というのは、有機フ

ッ素化合物の排出源となり得るような施設等

をピックアップして、その周辺で調査をして

おります。 

 例えば、大きな消防署とか、あと半導体工

場も含めております。また、半導体工場以外

の大規模な工場、そして自衛隊とか、そうい

ういわゆる国等の地点で排出する可能性があ

るというところのかなり近傍で測定しており

ますので、我々が測定した範囲では、これら

の排出要因の大きな影響は受けてないのかな

というところです。 

 一方で、一部50ナノグラムを大きく下回っ

ておりますが、検出されているところもござ

います。ここに関しても、先ほど申しました

ような負荷が発生する可能性がある施設とい

うのもありますので、そういったところから

の影響もあった可能性も否定できませんが、

これについては、今回のモニタリング結果

で、あくまでも国の暫定指針値は大きく下回

っておりますので、我々としては、今後、継

続的にほかの地点も含めて見ていきたいと思

っているところでございます。 

 

○岩田智子委員 詳しくモニタリング調査と

かも、これからも継続してやっていくとおっ

しゃったので、とてもちょっと安心したなと

いうふうに思ってるんですけれども、それぞ

れ県民の皆さんへのお知らせとか見やすいと

ころにお願いしたいなと思っています。 

 もう１つ続けていいですか。 

 

○吉田孝平委員長 はい。 

 

○岩田智子委員 水俣病のノーモア・ミナマ

タの裁判の結果で、私としては、本当に私個

人としては、患者さんたちの声を聴いた者の

一人としては、画期的な裁判だったなという

ふうに思っています。 

 最終的には、いろいろ精査をしながら、国

と協議をしながらというふうに、この報告で

は出ておりますけれども、早期解決に向けて

は、本当にここで患者さんたちとしっかり解

決に向けて動いていただきたいなというすご

く強い気持ちがありますので、これはもう要

望ですけれども、お伝えをしておきます。よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○内野幸喜委員 台湾訪問調査の結果という

ことで、一般質問の中でも、部長が10月３日

の経済環境常任委員会の中で公表させていた

だきますという答弁がありました。ですか

ら、今日初めてこうやってオープンにしたと
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いうことだと思いますが、中身を見ると、本

当つまびらかにちゃんと報告がされていると

思います。 

 一部県民の方から様々な声もある中で、排

水基準内だけではなくて、日本の排水基準は

超えてるけれども、ただし、日本の場合は、

それをちゃんと遵守してもらうとか、そうし

た形でつまびらかにしてありますので、こう

いった内容についてを、どういう形で今後県

民の皆様方に公表していくのか。 

 今日初めてこうやって公表したわけですけ

ども、今後はどんな感じで公表していくの

か、県民の皆様方に知っていただく機会をつ

くっていただくのかということをちょっと教

えてほしいなと思います。 

 

○小原環境生活部長 環境生活部でございま

す。ありがとうございます。 

 実は、この委員会が終わった後、午後から

報道の方々に記者発表させていただくという

ことで、まずは、報道の方にはしっかりニュ

ースとして報道していただければというふう

に思っています。 

 また、ホームページ等でも、この辺を掲載

していろんな方に見ていただくように考えて

ますし、あと、まだこれからの準備ではある

んですが、やっぱり環境学習とかも我々のほ

うでやってますので、それについて、ちょっ

と難しいんですけれども、何か子供さん向け

だったりとか、あるいはその映像とか、その

辺も、今後、下半期から来年度にかけて、し

っかり県民の皆様方に分かりやすい資料を作

って説明に尽くしていきたいというふうに考

えています。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 やっぱり県民の皆さん方の

不安払拭のために、そうした丁寧な形の説明

等を心がけていただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員 この半導体関連企業の集積

に伴う環境への影響ということで、台湾に現

地に入っていただいて実感をしていただいて

ということで、本当に、このことはやっぱり

県民の安心につながっていくものだと思いま

すが、今、内野先生がおっしゃいましたが、

それを情報発信していくこと、これが大事だ

と思います。 

 それと、日本においての要は管理体制、排

水、それと放流と河川環境、これをしっかり

とどう管理していくのかもしっかりと併せて

情報発信をしていただきたいなということを

お願い申し上げたいと思います。 

 それと、地下水保全の取組の中で、16、17

ページですけれども、ＪＡＳＭさんが、年間

採取量310万立米、それと日平均8,500立米取

水されるわけでありますが、この取水によっ

て周辺の井戸に与える影響というのは、実際

どうなっているのかということと、それとま

た、もしも問題ないということであれば、そ

の許可はもう出されたのか、そこら辺ちょっ

と御説明いただきたいと。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 16、17ページの関係でございますけれど

も、ＪＡＳＭのほうで――まず、16ページの

２のところでございます。 

 揚水試験ということで、１万2,000トンの

水量を24時間取水して、周辺井戸の状況をモ

ニタリングという形で確認しております。そ

こに書いておりますとおり、試験中の変動と

いうのがプラスマイナス20センチと少なく、

問題となるような水位低下は確認されており

ません。 

 また、県の観測井戸のデータにつきまし

て、17ページに記載させていただいておりま

すけれども、そちらにおいても水位の変動と

いうものは確認されておらないというところ
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でございます。 

 もう一つの質問の許可についてでございま

すけれども、そのため、もう９月27日付で許

可手続を行っております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 ありがとうございました。 

 しっかりと涵養対策をやっていくことが大

事だと思いますので、そこら辺徹底してやっ

ていただくようにお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他のその他に入りますが、委員

から何かございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が６件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第３回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午後０時15分閉会 
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